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　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】４月２５日（火） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約20cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
6月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
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ボランティアに参加しませんか まかな 学習支援ボランティア フレンズ 
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この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 栗本 凉幸 （田代） くん 

くり  も と  す ず  ゆ き  

長縄 桃果 （宮川町） ちゃん 

な が  な わ  も も  か  

長縄綾真・麻衣さんの子 
平成28年4月10日生 

ようこそ♪お兄ちゃん大好きな甘えっ子! 

これからたくさんの幸せをいっしょにみつけようね。 

毎日笑顔で大きく 

育ってね螢 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成28年6月生まれの赤ちゃん 
応募期限　4月28日（金）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報担当までお問合せください。 
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　学習したい人を支援するボランティアグループです。
といっても具体的にどんな活動をするのか分からないかも
しれませんね。その１つは託児です。 
　中央公民館で開催されるコンサートや講演会に設置さ
れる託児ルームで託児を担当します。また、福祉会館など
でも依頼によって託児を行っています。 
　他に、名鉄主催ハイキングでのおもてなしや鮎鮨街道
ウォークでの鮎雑炊のおもてなしなど、町が元気になるお
手伝いを行っています。福祉とは違ったお助けマンが私
たちです。地道な活動ですが、こんな活動をしている人た
ちがいることを知ってもらえたら嬉しいです。仲間になってくださる方があれば、もっと嬉しいです。 
【活動日】依頼に応じて随時活動 ４・７・１２月に定例会を開催　【場　所】笠松町内公民館・福祉会館など　【連絡先】小栗 知津子 蕁３８７‐５０５２ 

おなまえ 

栗本昌幸・郁美さんの子 
平成28年4月16日生 

道家汐乃さんの作品 
お花見をするかさまるくん（左）とかさまるちゃん 
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笠松町運動公園とサイクリングロード 

特集 平成29年度当初予算の概要 

笠松春まつりを開催します 
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まちの人口　平成２９年３月１日現在（前月比） 

人口 ２２,４７８人（減４）／男 １０,８２０人（増２）／女 １１,６５８人（減６）／世帯数 ８,７７０世帯（減７） 

今月の表紙　笠松町運動公園に新しい遊具ができました（関連記事2ページ）＝2月26日笠松町運動公園で 
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笠松町運動公園に 
「幼児用遊具・フィットネス」が誕生！ 

笠松町運動公園に 
「幼児用遊具・フィットネス」が誕生！ 

笠松町運動公園に 
「幼児用遊具・フィットネス」が誕生！ 中継拠点が完成しました 

　この拠点は、笠松みなと公園から河川環境楽園までを結ぶ計画となっている笠松町サイクリングロー
ドの中継地にあたり、サイクリングロード利用者だけでなく、地域住民の憩いの場となるよう、隣接する蘇
岸築堤記念碑公園を再整備するとともに、周辺道路の信号交差点化や歩道の整備もあわせて行いま
した。また、敷地内にある水防センターの一部を休憩施設としてご利用いただけるよう開設しています。
みなさん、ぜひ、お立ち寄りください。今後は、この拠点から河川環境楽園までの整備や、国道２２号線の
歩道との接続など、木曽川沿線のサイクリングロードの周遊性がより高まるよう、引き続き整備を行ってい
きます。 

【問 合 先】建設課　蕁３８８‐１１１７ 

笠松町サイクリングロード 

　北及の「笠松町運動公園」に新しい遊具が完成しました。２月に完成した「幼児用遊具」と「フィット
ネス」は、昨年までに設置した大型複合遊具「かさまるくん」の周囲にあります。 
　「幼児用遊具」は２種類あり、成長に合わせた発達機能向上につながる遊具が楽しめます。 

　幼児だけでなく、成人から高齢者まで幅広い年齢層の皆さんに利用いただけるよう設置した「フィット
ネス」は、健康増進につながるストレッチや運動前の準備運動に活用いただくと、さらに身体機能を向上
させます。 

　都市公園としての再整備は、平成２９年度が改修計画の最終年度となり、園路、休憩施設などの整
備を行います。 
　工事中はご迷惑をおかけしますが、ぜひ新しい遊具に遊びに来てください。 

　３歳未満の幼児用遊具は安全に利用できるよう遊具を
囲み、つかまり立ちや歩き始めに役立つ遊具や、簡単な鬼
ごっこができる回遊遊具、友達とのかかわり作りもできる砂
場などがあります。 

　３歳以上の幼児用遊具は、笠松町を
象徴する馬の形で、頭は壁登り、足はス
ライダー、しっぽはネット渡りなどが楽し
めます。 

幼児用遊具 

肩回し ぶら下がり ツイストバー 

水防センター 蘇岸築堤記念碑公園 
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町の全般的な事務や 
公共施設巡回町民バスなどに 

32,959円 

道路、河川、公園整備などに 

35,134円 

消防・防災・水防活動などに 

16,037円 
学校教育・社会教育などに 

31,101円 

その他 
（議会関連経費など）に 

3,689円 

借入金の返済に 

23,366円 

乳幼児・高齢者・障がい者福祉、 
保育などに 

112,488円 

健康診断・予防接種や 
ごみ処理などに 

38,332円 

農業振興・産業振興などに 

5,567円 

133億8,596万円 
67億550万円 
66億8,046万円 

予 算 総 額  
一 般 会 計 
特別・企業会計 

133億8,596万円 
67億550万円 
66億8,046万円 

予 算 総 額  
一 般 会 計 
特別・企業会計 

人口 22,451人　世帯数 8,755世帯（平成29年1月1日現在） 

平成29年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 

　平成29年度の町予算が第1回笠松町議会定例会で可決されました。 
　わが国は引き続き「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、消費税率の引上げを
見送るなか、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総括躍社会の実
現を目指す施策は優先して実施していく考えでありますが、地域経済の回復には時間がか
かり、町税の早急な増収は期待できない状況であります。また、介護、障がい、子育て支援な
どの扶助費の増加は避けられない状況であり、引き続き厳しい財政運営が続いていくものと
考えられます。 
　これらのことを踏まえ、最大限の危機感を持った上で、住民視点を大切にし、且つ限られ
た財源を効率的・効果的に施策を実施し、とりわけ、第5次総合計画及びまち・ひと・しごと創
生総合戦略の将来像達成に向けて最優先すべき事業として、次の3つの項目に重点をおい
て予算を編成しました。 
　①町民の生命と財産を守る強いまちづくり 
　②心身ともに健全で人間味豊かに成長できるまちづくり 
　③快適で機能的な生活環境を創出するまちづくり 

会 計 名  

一 般 会 計  

国民健康保険特別会計 

後期高齢者医療特別会計 

介 護 保 険 特 別 会 計  

下水道事業特別会計  

水 道 事 業 会 計  

総 額  

平成29年度 

67億550万円 

31億8,231万円 

2億5,868万円 

18億1,719万円 

10億4,422万円 

3億7,806万円 

133億8,596万円 

対前年度伸率 

△6.64% 

0.26% 

3.55% 

0.48% 

△2.51% 

△6.48% 

△3.63%

比較増減 

△4億7,710万円 

824万円 

886万円 

865万円 

△2,694万円 

△2,620万円 

△5億449万円 

平成28年度 

71億8,260万円 

31億7,407万円 

2億4,982万円 

18億854万円 

10億7,116万円 

4億426万円 

138億9,045万円 

歳　出 
67億550万円 

町税 
26億8,439万円 
40.1%

繰越金 
1億5,000万円 
2.2%

分担金・負担金、 
使用・手数料 
1億8,013万円 
2.7%

町債 
3億9,030万円 
5.8%

国・県支出金 
12億3,455万円 
18.4%

地方交付税 
10億6,800万円 
15.9%

譲与税及び交付金 
4億9,748万円 
7.4%

その他 
5億65万円 
7.5%

民生費 
25億2,547万円 
37.7%

衛生費 
8億6,060万円 
12.8%

総務費 
7億5,233万円 
11.2%

教育費 
6億9,825万円 
10.4%

土木費 
7億8,880万円 
11.8%

公債費 
5億2,460万円 
7.8%

消防費 
3億4,765万円 
5.2%

その他 
2億780万円 
3.1%

歳　入 
67億550万円 

◎会計別当初予算 

一般会計歳入歳出明細 

町民一人あたりの 
予算内訳 

町民 一人あたりの予算額 
一世帯あたりの予算額 
一 人あ たりの税金  
一世帯あたりの税金 

298,673円 
765,905円 
119,567円 
306,613円 

平成29年度当初予算の概要年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 
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使用・手数料 
1億8,013万円 
2.7%

町債 
3億9,030万円 
5.8%

国・県支出金 
12億3,455万円 
18.4%

地方交付税 
10億6,800万円 
15.9%

譲与税及び交付金 
4億9,748万円 
7.4%

その他 
5億65万円 
7.5%

民生費 
25億2,547万円 
37.7%

衛生費 
8億6,060万円 
12.8%

総務費 
7億5,233万円 
11.2%

教育費 
6億9,825万円 
10.4%

土木費 
7億8,880万円 
11.8%

公債費 
5億2,460万円 
7.8%

消防費 
3億4,765万円 
5.2%

その他 
2億780万円 
3.1%

歳　入 
67億550万円 

◎会計別当初予算 

一般会計歳入歳出明細 

町民一人あたりの 
予算内訳 

町民 一人あたりの予算額 
一世帯あたりの予算額 
一 人あ たりの税金  
一世帯あたりの税金 

298,673円 
765,905円 
119,567円 
306,613円 

平成29年度当初予算の概要年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 

町の全般的な事務や 
公共施設巡回町民バスなどに 

32,959円 

道路、河川、公園整備などに 

35,134円 

消防・防災・水防活動などに 

16,037円 
学校教育・社会教育などに 

31,101円 

その他 
（議会関連経費など）に 

3,689円 

借入金の返済に 

23,366円 

乳幼児・高齢者・障がい者福祉、 
保育などに 

112,488円 

健康診断・予防接種や 
ごみ処理などに 

38,332円 

農業振興・産業振興などに 

5,567円 
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地域生活安全推進事業 
6万円 

　笠松駅、西笠松駅の自転車駐車場に防犯
カメラを設置し、利用者が安心して利用で
きるよう整備を進めます。 

自転車駐車場管理運営事業 
702万円 

　災害復旧の迅速化に繋がる地籍調査を平
成27年度から継続して実施します。 

地籍調査事業 
1,183万円 

　有事に備え、高齢者や障がい者など自力
避難が困難である方を対象に耐震シェルタ
ーの助成を行います。また、前年度から継
続で木造住宅の耐震診断・改修工事の助成
を行います。 

耐震診断・改修助成事業 
296万円 

　ゲリラ豪雨などの水害対策として、平成
24年度より進めている笠松町流域関連公
共下水道雨水計画を継続させ、雨水貯留施
設の整備を進めます。 

排水路改良事業 
1億141万円 

　各地域の自主防災会が防災資機材を整
備する事業に対し財政支援を行い、地域の
防災力向上を図ります。また、子育て家庭向
け防災講話を実施し、自助、共助による防災
体制を目指します。 

自主防災組織育成事業 
112万円 

　笠松町地域防災計画に基づき、避難所生
活の快適さを考慮し、備蓄品のアルファ米
や飲料水などを更新します。 

防災備品管理事業 
575万円 

第５次総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略将来像

清流木曽川に抱かれた“ひと・まち・自然”輝く創造文化都市 

～平成29年度主要施策～ ～平成29年度主要施策～ 
笠松町の予算推移 

一般会計の起債残高と基金残高 

①町民の生命と財産を守る強いまちづくり①町民の生命と財産を守る強いまちづくり

平成26年度 平成27年度 平成28年度（見込） 

50

60

70

80
（億円） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

一般会計 
特別・企業会計 

起債総額 
うち 臨時財政対策債 
うち その他の起債 
基金残高 

起債総額 

うち 臨時財政対策債 

うち その他の起債 

基金残高 

平成26年度 

62億5,951万円 

38億3,389万円 

24億2,562万円 

15億3,407万円 

平成27年度 

63億5,980万円 

40億1,324万円 

23億4,656万円 

14億607万円 

平成28年度（見込） 

64億4,968万円 

40億9,798万円 

23億5,170万円 

14億1,320万円 

一 般 会 計  

特 別・企 業 会 計  

平成27年度 

67億6,620万円 

65億3,687万円 

平成28年度 

71億8,260万円 

67億785万円 

平成29年度 

67億550万円 

66億8,046万円 

　平成29年度の当初予算は一般
会計で前年度と比較し6.64%減
の67億550万円となります。 
　特別・企業会計では、水道事業
会計の施設改修の減少などにより
0.41%減の66億8,046万円となり、
笠松町全体としても前年度に比べ、
3.63%減の133億8,596万円とな
ります。 

＜起債＞ 
　笠松町の一般会計の起債（借
入金）残高は、平成28年度末の見
込みで64億4,968万円で前年度
末と比べ1.41%増となります。 
　この主な増加要因は、給食セン
ター建設事業に充てられる起債と
臨時財政対策債です。 
　臨時財政対策債は地方交付税
として町に交付されるべき額の一
部を、いったん町で借入れ、返済金
額相当分が翌年度以降の地方交
付税として交付されます。 

＜基金＞ 
　笠松町の一般会計の基金（貯
金）残高は、平成28年度末の見込
みで14億1,320万円で前年度末と
比べて0.51%増となります。 

新規事業

ハード・ソフトの両面から防災・減災事業を積極的に進め、地域と連携した防災体制の強化を図ります。 

笠松町の財政状況 

　防犯対策の強化として、青色回転灯装備
車を活用したパトロールを実施し、安全で
安心して暮らせるまちを築いていきます。 

平成29年度当初予算の概要年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 平成29年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 
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地域生活安全推進事業 
6万円 

　笠松駅、西笠松駅の自転車駐車場に防犯
カメラを設置し、利用者が安心して利用で
きるよう整備を進めます。 

自転車駐車場管理運営事業 
702万円 

　災害復旧の迅速化に繋がる地籍調査を平
成27年度から継続して実施します。 

地籍調査事業 
1,183万円 

　有事に備え、高齢者や障がい者など自力
避難が困難である方を対象に耐震シェルタ
ーの助成を行います。また、前年度から継
続で木造住宅の耐震診断・改修工事の助成
を行います。 

耐震診断・改修助成事業 
296万円 

　ゲリラ豪雨などの水害対策として、平成
24年度より進めている笠松町流域関連公
共下水道雨水計画を継続させ、雨水貯留施
設の整備を進めます。 

排水路改良事業 
1億141万円 

　各地域の自主防災会が防災資機材を整
備する事業に対し財政支援を行い、地域の
防災力向上を図ります。また、子育て家庭向
け防災講話を実施し、自助、共助による防災
体制を目指します。 

自主防災組織育成事業 
112万円 

　笠松町地域防災計画に基づき、避難所生
活の快適さを考慮し、備蓄品のアルファ米
や飲料水などを更新します。 

防災備品管理事業 
575万円 

第５次総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略将来像

清流木曽川に抱かれた“ひと・まち・自然”輝く創造文化都市 

～平成29年度主要施策～ ～平成29年度主要施策～ 
笠松町の予算推移 

一般会計の起債残高と基金残高 

①町民の生命と財産を守る強いまちづくり①町民の生命と財産を守る強いまちづくり

平成26年度 平成27年度 平成28年度（見込） 

50

60

70

80
（億円） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

一般会計 
特別・企業会計 

起債総額 
うち 臨時財政対策債 
うち その他の起債 
基金残高 

起債総額 

うち 臨時財政対策債 

うち その他の起債 

基金残高 

平成26年度 

62億5,951万円 

38億3,389万円 

24億2,562万円 

15億3,407万円 

平成27年度 

63億5,980万円 

40億1,324万円 

23億4,656万円 

14億607万円 

平成28年度（見込） 

64億4,968万円 

40億9,798万円 

23億5,170万円 

14億1,320万円 

一 般 会 計  

特 別・企 業 会 計  

平成27年度 

67億6,620万円 

65億3,687万円 

平成28年度 

71億8,260万円 

67億785万円 

平成29年度 

67億550万円 

66億8,046万円 

　平成29年度の当初予算は一般
会計で前年度と比較し6.64%減
の67億550万円となります。 
　特別・企業会計では、水道事業
会計の施設改修の減少などにより
0.41%減の66億8,046万円となり、
笠松町全体としても前年度に比べ、
3.63%減の133億8,596万円とな
ります。 

＜起債＞ 
　笠松町の一般会計の起債（借
入金）残高は、平成28年度末の見
込みで64億4,968万円で前年度
末と比べ1.41%増となります。 
　この主な増加要因は、給食セン
ター建設事業に充てられる起債と
臨時財政対策債です。 
　臨時財政対策債は地方交付税
として町に交付されるべき額の一
部を、いったん町で借入れ、返済金
額相当分が翌年度以降の地方交
付税として交付されます。 

＜基金＞ 
　笠松町の一般会計の基金（貯
金）残高は、平成28年度末の見込
みで14億1,320万円で前年度末と
比べて0.51%増となります。 

新規事業

ハード・ソフトの両面から防災・減災事業を積極的に進め、地域と連携した防災体制の強化を図ります。 

笠松町の財政状況 

　防犯対策の強化として、青色回転灯装備
車を活用したパトロールを実施し、安全で
安心して暮らせるまちを築いていきます。 

平成29年度当初予算の概要年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 平成29年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 
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②心身ともに健全で人間味豊かに成長できるまちづくり ③快適で機能的な生活環境を創出するまちづくり②心身ともに健全で人間味豊かに成長できるまちづくり ③快適で機能的な生活環境を創出するまちづくり
すべての町民が生涯にわたって心身ともに健全で幸福に暮らすことができ、 

子育てや教育しやすいまちづくりを推進します。 
利便性と自然環境が調和した暮らしやすい機能的なまちづくりを創出し、 
いつまでも住み続けたい、住んでみたいまちづくりを推進します。 

　昭和47年に建築した給食センターの老
朽化に対応するため、平成27年度から平成
29年度にかけて円城寺地内に新たな給食
センターを建設し、安全・安心で美味しい給
食を提供できるよう努めます。 
※平成28年度に契約した案件に対し、継続
して実施します。（10ページ参照） 

給食センター建設事業 
5,590万円 

　家庭の実情に応じて子育て短期支援を受
けられるよう委託業者と連携して体制を進
めます。 

子育て短期支援事業 
29万円 

　産後の母親の不安を解消するため、助産
師による育児相談を実施できるよう体制を
整備します。また、専門職による育児教室や
食育支援のための離乳食教室を実施します。
（13ページ参照） 

母子保健指導事業 
192万円 

　文科省が示したICT環境整備目標水準に
向け3年計画で整備を進め、現代の情報社
会に強い児童生徒を育てられる教育環境の
整備を推進します。 
※平成29年度は電子黒板・タブレット型ノ
ートパソコン等を主要な特別教室に配備し、
アクセスポイントの更新を実施します。 

各小学校・中学校ICT環境整備事業 
1,776万円 

新規事業 新規事業

平成29年度当初予算の概要年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 平成29年度当初予算の概要 平成29年度当初予算の概要 特 集 

　心温かく活力のあるまちを目指したさま
ざまな取組みにより、地域全体に「道徳のま
ち笠松」が浸透するよう道徳教育を進めます。 

道徳教育推進事業 
379万円 

　中学校3年生までの医療費助成など、子
育て世代がいつでも安心して医療が受けら
れるよう環境を整備します。 

乳幼児・児童・生徒医療費助成事業 
1億793万円 

　一般企業へ就職を希望する障がい者に対
し、現在の障がい福祉サービスに加え、新た
に一般就労に向けた就労訓練を支援し、雇
用創出の体制を整備します。 

障がい者就労支援事業 
207万円 

　女性向け創業者及びIT活用創業者に対す
るセミナーの開催や、空き店舗を活用する
創業者に対して家賃助成を行うなど、働く
場を創出し、町の発展に繋がる地域作りを
進めます。 

創業支援事業 
110万円 

　町内外より多くの人が集う交流の場とな
るよう、また都市公園化に向けて平成25年
度より順次改修工事を進めています。平成
29年度は最終年度として園路、植樹及び便
所等を整備します。 

運動公園改修事業 
8,510万円 

　公共施設巡回町民バスは、日常生活に欠
かせない公共交通機関の確保による住民福
祉の向上と地域の活性化に向けた地域作り
を図ります。 

公共施設巡回町民バス運行事業 
1,921万円 

　羽島用水のパイプライン上部を利用し、
快適な住環境の整備をします。平成29年
度は東幹線の歩道の舗装を進め、交通安全
対策の強化を図ります。 

パイプライン上部利用事業 
316万円 

　岐阜羽島衛生施設組合の焼却機能が停
止したことにより、県外施設にごみ処理を委
託し、滞りがないように努めていきます。また、
今年度も引き続き次期ごみ処理施設建設事
業を関係市町と連携して推進します。 

ごみ収集処分事業 
5億4,469万円 

　歴史の展示に加え、平成29年度は
JAXA（宇宙航空研究開発機構）の協力を
得て、宇宙関連の機器や模型を展示する企
画展を開催します。 

歴史未来館展示活動推進事業 
470万円 
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ざまな取組みにより、地域全体に「道徳のま
ち笠松」が浸透するよう道徳教育を進めます。 

道徳教育推進事業 
379万円 

　中学校3年生までの医療費助成など、子
育て世代がいつでも安心して医療が受けら
れるよう環境を整備します。 

乳幼児・児童・生徒医療費助成事業 
1億793万円 

　一般企業へ就職を希望する障がい者に対
し、現在の障がい福祉サービスに加え、新た
に一般就労に向けた就労訓練を支援し、雇
用創出の体制を整備します。 

障がい者就労支援事業 
207万円 

　女性向け創業者及びIT活用創業者に対す
るセミナーの開催や、空き店舗を活用する
創業者に対して家賃助成を行うなど、働く
場を創出し、町の発展に繋がる地域作りを
進めます。 

創業支援事業 
110万円 

　町内外より多くの人が集う交流の場とな
るよう、また都市公園化に向けて平成25年
度より順次改修工事を進めています。平成
29年度は最終年度として園路、植樹及び便
所等を整備します。 

運動公園改修事業 
8,510万円 

　公共施設巡回町民バスは、日常生活に欠
かせない公共交通機関の確保による住民福
祉の向上と地域の活性化に向けた地域作り
を図ります。 

公共施設巡回町民バス運行事業 
1,921万円 

　羽島用水のパイプライン上部を利用し、
快適な住環境の整備をします。平成29年
度は東幹線の歩道の舗装を進め、交通安全
対策の強化を図ります。 

パイプライン上部利用事業 
316万円 

　岐阜羽島衛生施設組合の焼却機能が停
止したことにより、県外施設にごみ処理を委
託し、滞りがないように努めていきます。また、
今年度も引き続き次期ごみ処理施設建設事
業を関係市町と連携して推進します。 

ごみ収集処分事業 
5億4,469万円 

　歴史の展示に加え、平成29年度は
JAXA（宇宙航空研究開発機構）の協力を
得て、宇宙関連の機器や模型を展示する企
画展を開催します。 

歴史未来館展示活動推進事業 
470万円 
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第1回笠松町議会臨時会議決結果 
（2月16日開会　同日閉会） 

第１号　下羽栗雨水幹線整備（その２）工事請負契約
の締結 

　契約の金額 金５５,６２０,０００円 

　契約の相手方 株式会社加藤組 

第２号　新学校給食センター建築工事請負契約の締
結 

　契約の金額 金３００,２４０,０００円 

　契約の相手方 天龍建設株式会社 

第３号　新学校給食センター電気設備工事請負契約
の締結 

　契約の金額 金８５,１９０,４００円 

　契約の相手方 株式会社川田電機工務店 

第４号　新学校給食センター機械設備工事請負契約
の締結 

　契約の金額 金２９０,５２０,０００円 

　契約の相手方 株式会社二葉工業所 

第５号　新学校給食センター厨房設備機器の売買契
約の締結 

　契約の金額 金１９９,８００,０００円 

　契約の相手方 岐阜アイホー調理機株式会社 

第６号　町道の路線認定 
第７号　町道の路線廃止 
笠松町サイクリングロード中継拠点基本計画に基

づく道路改良に伴う路線認定（円城寺１０４号線）と路

線廃止（中野円城寺２号線、円城寺６号線） 

第８号　平成２８年度笠松町一般会計補正予算（第６号） 
［主な補正内容］ 

・消費税率引上げに対する低所得者への影響緩和

対策として実施する「臨時福祉給付金（経済対策

分）給付事業」に関する繰越明許費補正 

［すべて可決］ 

 

寄附 【教育振興事業費として】大栄食品株式会社 現金10,000,000円 
【社会福祉事業費として】ぎふ農業協同組合 現金91,765円 

義援金（３月９日現在・預かり順） 【東日本大震災義援金として】料亭 安田屋 現金２０,０００円 
【平成２８年熊本地震義援金として】料亭 安田屋 現金２０,０００円 

寄贈（敬称略） 藤田力（東陽町） 可動式掲示板　1台 
町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

子育て支援業務の編成のお知らせ 

　４月１日から、子育て支援業務の利便性や効率化を図る観点から、次のとおり編成しました。 

3月まで 4月から 
名称 業務内容 

児童館 

子育て 
支援 
センター 

小学生行事、 
乳幼児親子行事 

子育てサロン、 
もしもし相談 

親子プレイルーム
（児童室） 

放課後児童クラブ、
ファミリーサポート
センター、 
病児・病後児保育 

場所 

田代290 

上新町172

名称 業務内容 

児童館 

子育て 
支援 
センター 

福祉 
子ども課 

小学生行事、 
乳幼児親子行事 

子育てサロン、 
もしもし相談 

親子プレイルーム
（児童室） 

放課後児童クラブ、
ファミリーサポート
センター、 
病児・病後児保育 

場所 

田代290 

上新町172 

役場 
2階東側 

直通番号 

388‐0811 

児童館へお問
い合わせくだ
さい。 

388‐1116

◎松枝地域みこし実施町内（9日） 
田代東、田代中、田代西、北及第1、北及第2、中門間、下門間、北門間 

◎下羽栗地域みこし実施町内（9日） 
中野、無動寺、江川、米野 

【月日】４月９日（日）まで 
【場所】 
奈良津堤 
【内容】 
桜並木のライトアップ 
（午後６時～１０時） 
※危険防止のため、ロープ
張りなどでの場所取りは
禁止します。 

桜まつり 桜まつり 桜まつり 
【日時】４月８日（土） 
午前１１時～午後４時 
【場所】 
本町通り一帯 
【内容】 
フリーマーケット、即売会、
駄菓子販売、ふれあい子
ども広場など、陣屋市を
再現 

笠松陣屋市 笠松陣屋市 笠松陣屋市 
【日時】４月８日（土） 
午後５時～８時３０分 
【場所】 
産霊神社境内（西宮町） 
【内容】 
町内みこし奉納、舞台イ
ベント、抽選会を開催 

宵まつり 宵まつり 宵まつり 
【日時】４月９日（日） 
午前１０時～１１時４０分 
【場所】 
本町通り 
【内容】 
笠松清流太鼓の演奏、
園児の演技、笠松町女
性の会の踊り 

本まつりオープニング 本まつりオープニング 本まつりオープニング 
【日時】４月９日（日） 
午後０時３０分～３時３０分 
【内容】 
県重要無形民俗文化財
に指定されている大名行
列お奴は、毛槍を投げ渡
しながら練り歩く伝統芸
能で、八幡神社と産霊神
社の例祭へ奉芸 

大名行列お奴 大名行列お奴 大名行列お奴 

笠松地域みこし奉祝時間（9日） 
八 幡 神 社 
14：20～14：40 
14：40～15：00 
12：00～12：40 
15：40～16：00 
15：00～15：20 
15：20～15：40

産 霊 神 社 
15：20～15：40 
15：40～16：00 
13：00～13：20 
14：00～14：20 
13：40～14：00 
13：20～13：40

町 内 会 名  
西 町 ・ 泉 町  
門 前 町  
春日東陽常盤町  
県 町  
友 楽 町  
奈良町・西金池町 

本まつりオープニング 
出 演 時 間  出 演 団 体  

10：00～10：20 

10：20～10：40 

10：40～10：50 

10：50～11：00 

11：00～11：10 

11：10～11：20 

11：20～11：40

イベント実行委員会 

笠 松 清 流 太 鼓  

松枝・下羽栗保育所 

笠 松 保 育 園  

笠 松 双 葉 幼 稚園  

笠 松 幼 稚 園  

笠 松 町 女 性の会  

開会あいさつ 

太 鼓の演奏  

 

園 児 の演技  
 

 

新笠松音頭の披露 

笠松春まつり開催 笠松春まつり開催 笠松春まつり開催 
　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」を４月９日（日）まで開催しています。 
　期間中は「桜まつり」のほか「笠松陣屋市」「宵まつり」「本まつりオープニング」「大名行列お奴」
などたくさんの催しが行われますので、ぜひお出かけください。 

　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」を４月９日（日）まで開催しています。 
　期間中は「桜まつり」のほか「笠松陣屋市」「宵まつり」「本まつりオープニング」「大名行列お奴」
などたくさんの催しが行われますので、ぜひお出かけください。 

8日  車両進入禁止（規制時間 午前10時～午後5時） 

9日  　　  〃　  　（規制時間 午前10時～午後4時） 

車両進入禁止 大名行列 お奴コース 

  　〃　   通過時刻 

 　 〃　   演技場所 
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桜 ま つ り 

笠松 
陣屋市 

本 ま つ り オ ー プ ニ ン グ 

出発 出発 

12：30

宵まつり 

15：30 
笠松町役場 
15：30 
笠松町役場 

第1回笠松町議会臨時会議決結果 
（2月16日開会　同日閉会） 

第１号　下羽栗雨水幹線整備（その２）工事請負契約
の締結 

　契約の金額 金５５,６２０,０００円 

　契約の相手方 株式会社加藤組 

第２号　新学校給食センター建築工事請負契約の締
結 

　契約の金額 金３００,２４０,０００円 

　契約の相手方 天龍建設株式会社 

第３号　新学校給食センター電気設備工事請負契約
の締結 

　契約の金額 金８５,１９０,４００円 

　契約の相手方 株式会社川田電機工務店 

第４号　新学校給食センター機械設備工事請負契約
の締結 

　契約の金額 金２９０,５２０,０００円 

　契約の相手方 株式会社二葉工業所 

第５号　新学校給食センター厨房設備機器の売買契
約の締結 

　契約の金額 金１９９,８００,０００円 

　契約の相手方 岐阜アイホー調理機株式会社 

第６号　町道の路線認定 
第７号　町道の路線廃止 
笠松町サイクリングロード中継拠点基本計画に基

づく道路改良に伴う路線認定（円城寺１０４号線）と路

線廃止（中野円城寺２号線、円城寺６号線） 

第８号　平成２８年度笠松町一般会計補正予算（第６号） 
［主な補正内容］ 

・消費税率引上げに対する低所得者への影響緩和

対策として実施する「臨時福祉給付金（経済対策

分）給付事業」に関する繰越明許費補正 

［すべて可決］ 

 

寄附 【教育振興事業費として】大栄食品株式会社 現金10,000,000円 
【社会福祉事業費として】ぎふ農業協同組合 現金91,765円 

義援金（３月９日現在・預かり順） 【東日本大震災義援金として】料亭 安田屋 現金２０,０００円 
【平成２８年熊本地震義援金として】料亭 安田屋 現金２０,０００円 

寄贈（敬称略） 藤田力（東陽町） 可動式掲示板　1台 
町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

子育て支援業務の編成のお知らせ 

　４月１日から、子育て支援業務の利便性や効率化を図る観点から、次のとおり編成しました。 

3月まで 4月から 
名称 業務内容 

児童館 

子育て 
支援 
センター 

小学生行事、 
乳幼児親子行事 

子育てサロン、 
もしもし相談 

親子プレイルーム
（児童室） 

放課後児童クラブ、
ファミリーサポート
センター、 
病児・病後児保育 

場所 

田代290 

上新町172

名称 業務内容 

児童館 

子育て 
支援 
センター 

福祉 
子ども課 

小学生行事、 
乳幼児親子行事 

子育てサロン、 
もしもし相談 

親子プレイルーム
（児童室） 

放課後児童クラブ、
ファミリーサポート
センター、 
病児・病後児保育 

場所 

田代290 

上新町172 

役場 
2階東側 

直通番号 

388‐0811 

児童館へお問
い合わせくだ
さい。 

388‐1116

◎松枝地域みこし実施町内（9日） 
田代東、田代中、田代西、北及第1、北及第2、中門間、下門間、北門間 

◎下羽栗地域みこし実施町内（9日） 
中野、無動寺、江川、米野 

【月日】４月９日（日）まで 
【場所】 
奈良津堤 
【内容】 
桜並木のライトアップ 
（午後６時～１０時） 
※危険防止のため、ロープ
張りなどでの場所取りは
禁止します。 

桜まつり 桜まつり 桜まつり 
【日時】４月８日（土） 
午前１１時～午後４時 
【場所】 
本町通り一帯 
【内容】 
フリーマーケット、即売会、
駄菓子販売、ふれあい子
ども広場など、陣屋市を
再現 

笠松陣屋市 笠松陣屋市 笠松陣屋市 
【日時】４月８日（土） 
午後５時～８時３０分 
【場所】 
産霊神社境内（西宮町） 
【内容】 
町内みこし奉納、舞台イ
ベント、抽選会を開催 

宵まつり 宵まつり 宵まつり 
【日時】４月９日（日） 
午前１０時～１１時４０分 
【場所】 
本町通り 
【内容】 
笠松清流太鼓の演奏、
園児の演技、笠松町女
性の会の踊り 

本まつりオープニング 本まつりオープニング 本まつりオープニング 
【日時】４月９日（日） 
午後０時３０分～３時３０分 
【内容】 
県重要無形民俗文化財
に指定されている大名行
列お奴は、毛槍を投げ渡
しながら練り歩く伝統芸
能で、八幡神社と産霊神
社の例祭へ奉芸 

大名行列お奴 大名行列お奴 大名行列お奴 

笠松地域みこし奉祝時間（9日） 
八 幡 神 社 
14：20～14：40 
14：40～15：00 
12：00～12：40 
15：40～16：00 
15：00～15：20 
15：20～15：40

産 霊 神 社 
15：20～15：40 
15：40～16：00 
13：00～13：20 
14：00～14：20 
13：40～14：00 
13：20～13：40

町 内 会 名  
西 町 ・ 泉 町  
門 前 町  
春日東陽常盤町  
県 町  
友 楽 町  
奈良町・西金池町 

本まつりオープニング 
出 演 時 間  出 演 団 体  

10：00～10：20 

10：20～10：40 

10：40～10：50 

10：50～11：00 

11：00～11：10 

11：10～11：20 

11：20～11：40

イベント実行委員会 

笠 松 清 流 太 鼓  

松枝・下羽栗保育所 

笠 松 保 育 園  

笠 松 双 葉 幼 稚園  

笠 松 幼 稚 園  

笠 松 町 女 性の会  

開会あいさつ 

太 鼓の演奏  

 

園 児 の演技  
 

 

新笠松音頭の披露 

笠松春まつり開催 笠松春まつり開催 笠松春まつり開催 
　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」を４月９日（日）まで開催しています。 
　期間中は「桜まつり」のほか「笠松陣屋市」「宵まつり」「本まつりオープニング」「大名行列お奴」
などたくさんの催しが行われますので、ぜひお出かけください。 

　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」を４月９日（日）まで開催しています。 
　期間中は「桜まつり」のほか「笠松陣屋市」「宵まつり」「本まつりオープニング」「大名行列お奴」
などたくさんの催しが行われますので、ぜひお出かけください。 

8日  車両進入禁止（規制時間 午前10時～午後5時） 

9日  　　  〃　  　（規制時間 午前10時～午後4時） 

車両進入禁止 大名行列 お奴コース 

  　〃　   通過時刻 

 　 〃　   演技場所 
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抱っこしないと 
寝ないんだけど… 

卒乳はどうしよう？ 
もうすく復職だな 

体重は増えているかしら？ 
おっぱいや、ミルクは 
足りているかしら？ 

産後、 
疲れがとれないわ… 
産後の健康が心配 

育児や授乳の 
悩みは、 

私たち助産師が 
サポートします 

岩田 壽さん 

岩田 壽さん・笠松町農業委員会 
　平成２８年度農林水産大臣表彰が３月１４日、ホテルパーク
で行われ、多年にわたり町農政発展に尽力された岩田 壽さん
（北及）と耕作放棄地の大規模解消に取り組んだ笠松町
農業委員会が受賞されました。 

調印式の様子 

がん検診等受診率向上へ 
連携協定を締結 
　町は日本生命保険相互会社岐阜支社と「がん検診等受
診率向上に関する連携協定」を結びました。保険外交員が
顧客である町民の方のお宅を訪問される際に、がん検診等
の受診を促すようなリーフレットを配布していただき、啓発活
動に協力していただきます。 

　産後、授乳や育児に関してお困りのことはありませんか？ 
　お子さんに、一人ひとりの個性があるように、育児の仕方も一人ひとり違いがあります。お子さんの成
長とともに戸惑ったり、どうしようと迷い悩んだりすることは、当たり前のこととはいえ、大変ですよね。 
　育児の大変さを「学び」に変えて、お子さんと共に成長するお父さん・お母さんの育児の応援隊として、
４月から、助産師さんによる「育児ほほえみ相談」を開始します。 

相談したいと思った時に電話で予約をし、予約日時に、利用券と母子健康手帳を持って利用します。 

※夜間や休日の、病気や事故の応急処置方法などの相談は、小児救急電話相談をご利用ください。 
　　　　　「♯８０００」または「０５８‐２４０‐４１９９」 
【受付時間】月曜日～金曜日　１８：００～翌朝８：００ 
　　　　　土曜日・休日・年末年始（１２月２９日～１月３日）　８：００～翌朝８：００ 
相談は無料ですが、電話料金は相談者のご負担となります。 

上級合格証交付式の様子 

笠松力検定上級合格証交付式 
　３月１４日、役場で笠松力検定上級合格者１人の合格証
交付式が行われ、広江町長から合格証が交付されました。 
　交付式終了後、合格者は、町長と笠松力検定委員との
懇談会で、今回受検した上級問題の感想や今後の笠松町
の活性化など意見を交わされました。 
　上級検定は、平成２４年度から開始し、今回５回目となり、
上級検定合格者は計１１人となりました。 

豊かな長寿社会
の 

実現を目指して
 豊かな長寿社会
の 

実現を目指して
 豊かな長寿社会
の 

実現を目指して
 

町老人福祉大会 
　２月１５日、中央公民館で町老人福祉大会が開催され、老
人クラブ会員約３２０人が参加しました。 
　この大会は、高齢者が多年の経験、知識、技能を活かし、
生きがいを高め、地域に貢献できるような活動を通して、豊
かな長寿社会の実現を目指し、毎年開催されています。 
　大会の中で、高齢者が自らの健康づくり・生きがいづくり
を目標として活動を推進するとともに、より一層絆を大切にし、
地域への愛着と心豊かな地域社会の創出に積極的にか
かわっていくことを目的とする大会宣言が採択されました。 
　また、大会終了後には、会員が日ごろ練習を積み重ねてき
た踊り・カラオケ・詩吟・体操などが会場で披露され、楽しい
ひとときを過ごしました。 

【町老人クラブ連合会長表彰】（敬称略） 
○個人の部 
　高島 信夫（中新町高砂会） 
　足立 　武（長池寿会） 
　岡闢 忠雄（下門間長生会③） 

上級に1人が合格
 上級に1人が合格
 

上級に1人が合格
 

農林水産大臣表
彰受賞 農林水産大臣表
彰受賞 

農林水産大臣表
彰受賞 

【対 象 者】 
【内　　容】 
【利用期限】 
【利用回数】 
【利用料金】 
 
【利用券の交付】 
 
【利用できる施設・予約制】 

１歳未満の乳児をもつ保護者の方 

育児相談・授乳相談 

１歳のお誕生日の前日まで 

１回 

無料 

※ただし、町が実施する「育児ほほえみ相談」以外に係る費用は自己負担 

出生届・転入届の手続き時に、利用券を交付します。 

※平成２８年４月から平成２９年３月までに出産された方は「利用券」を郵送します。 

24時間365日電話で予約ができます。 

【問 合 先】 健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

施 設 名  住　　所 

松波総合病院　産後ケア「あいいく」 

ママ・ベビーサポートおくむら 

田代185‐1 

清住町41‐3

電話番号 

322‐2558 

090‐9178‐9998

育児ほほえみ相談を開始します 育児ほほえみ相談を開始します 育児ほほえみ相談を開始します 
4月から 
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4月から「介護予防・日常生活 支援総合事業」を開始します 
介護予防・日常生活支援総合事業とは 

　団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年、ますますひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯、認知症
高齢者の増加が予想されます。そこで、いつまでも住み慣れた自宅や地域で自分らしく安心して暮らし
続けるために、地域全体で高齢者を支えていくとともに、高齢者自身も自ら持つ能力を最大限生かし、
要介護状態になることを予防することが大切です。 
　そのための仕組みとして「介護予防・日常生活支援総合事業（略して「総合事業」）」が創設されま
した。 
　この事業は、従来全国一律の基準で行ってきた要支援認定を受けた方の介護予防サービスのうち、
訪問介護（ホームヘルパー）や通所介護（デイサービス）を笠松町独自の基準にし、サービスを提供す
るものです。（従来の介護予防訪問介護や介護予防通所介護の利用も可能です。）また、併せて要介
護や要支援になる前に、自分自身で意欲的に予防に心掛けることで、いつまでも元気で生き生きと暮ら
し続けることのできる介護予防事業も重点的に取り組むものです。 
　その他、安心した暮らしを守るための見守り体制など多様なサービスの創設も必要です。そのために、
介護事業者のみならずあらゆる職種や業種も交え、様々な人がつながり、安心できる町づくりを協働で
行う体制を整備することも併せて行ないます。 

まちづくり研究会（仮称）を始めました 

　いつかは皆、平等に年を重ね、老いていきます。どんな年齢でも、今か
ら「生きがい探し」を行うことは究極の介護予防となります。 
　身近なところから「みつけ」、見つけたものと「つながり」、生きがいを
形にするために「動く」。笠松町では、そのための「地域づくり・まちづくり」
に取り組み始めています。 
　笠松に関わるあらゆる年代・背景の方同士、まちを考え、意見を出し、
より住みやすい町にするため「自分に何が出来るか」「今何が必要なの
か」を考えます。 

総合事業の取組 

①訪問介護や通所介護のみの利用であれば、要介護認定を受けなくてもよい体制にします。 
②今よりも予防効果の高い方法を検討するため、リハビリテーション職と一緒に予防プランを検討する「支
援会議」を開催します。 
③笠松オリジナルで予防効果の高いサービスを事業者や多職種で検討し、創設します。 

要介護・要支援認定をお持ちの方へ 

　4月以降、要介護・要支援認定の更新案内がなくなります。被保険者証に記載された要介護・要支
援認定の有効期間を、ご家族やケアマネージャーと確認し、更新手続きを行ってください。 

【問 合 先】健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

要介護・要支援認定 基本チェックリスト 

ケアプランの作成 
（居宅介護支援事業所） 

支援会議（ケアプランの作成・検討） 

介護サービスを利用 
介護予防サービスを利用 

（住宅改修・福祉用具の貸与など） 
総合事業を利用 

総合事業対象者 

一般介護予防事業 
（体操教室など） 

要介護 
1～5

要支援1 
要支援2

非該当 
（自立） 

非該当 
（自立） 

●要介護・要支援認定の更新を迎えた人や、
新規サービスを検討する人で、明らかに
要介護1以上と判断できる人 
●訪問看護、住宅改修、福祉用具貸与などの
利用が必要な人 
○第2号被保険者（40歳～64歳） 

●認定更新時に、要支援1、2で、訪問介護や通所介護
サービスのみを利用していて、今後も同様のサービ
スを希望する人 
●初めての申請で、明らかに要支援と判断できる人 

～サービス利用までの流れ～ 

訪問介護・通所介護サービス
のみの利用を希望する人 

2月4日　第1回研究会開催の様子 

【日　　時】 
【場　　所】 

４月２２日（土）午後１時３０分～３時３０分 
中央公民館　大ホール（３階） 

※詳しくは、差し込みチラシ「支え合い通信」をご覧ください。 

第2回まちづくり研究会（仮称） 

生きがいは元気のもと！
〜笠松春子（仮称）さん編〜
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ら「生きがい探し」を行うことは究極の介護予防となります。 
　身近なところから「みつけ」、見つけたものと「つながり」、生きがいを
形にするために「動く」。笠松町では、そのための「地域づくり・まちづくり」
に取り組み始めています。 
　笠松に関わるあらゆる年代・背景の方同士、まちを考え、意見を出し、
より住みやすい町にするため「自分に何が出来るか」「今何が必要なの
か」を考えます。 

総合事業の取組 

①訪問介護や通所介護のみの利用であれば、要介護認定を受けなくてもよい体制にします。 
②今よりも予防効果の高い方法を検討するため、リハビリテーション職と一緒に予防プランを検討する「支
援会議」を開催します。 

③笠松オリジナルで予防効果の高いサービスを事業者や多職種で検討し、創設します。 

要介護・要支援認定をお持ちの方へ 

　4月以降、要介護・要支援認定の更新案内がなくなります。被保険者証に記載された要介護・要支
援認定の有効期間を、ご家族やケアマネージャーと確認し、更新手続きを行ってください。 

【問 合 先】健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

要介護・要支援認定 基本チェックリスト 

ケアプランの作成 
（居宅介護支援事業所） 

支援会議（ケアプランの作成・検討） 

介護サービスを利用 
介護予防サービスを利用 

（住宅改修・福祉用具の貸与など） 
総合事業を利用 

総合事業対象者 

一般介護予防事業 
（体操教室など） 

要介護 
1～5

要支援1 
要支援2

非該当 
（自立） 

非該当 
（自立） 

●要介護・要支援認定の更新を迎えた人や、
新規サービスを検討する人で、明らかに
要介護1以上と判断できる人 
●訪問看護、住宅改修、福祉用具貸与などの
利用が必要な人 
○第2号被保険者（40歳～64歳） 

●認定更新時に、要支援1、2で、訪問介護や通所介護
サービスのみを利用していて、今後も同様のサービ
スを希望する人 
●初めての申請で、明らかに要支援と判断できる人 

～サービス利用までの流れ～ 

訪問介護・通所介護サービス
のみの利用を希望する人 

2月4日　第1回研究会開催の様子 

【日　　時】 
【場　　所】 

４月２２日（土）午後１時３０分～３時３０分 
中央公民館　大ホール（３階） 

※詳しくは、差し込みチラシ「支え合い通信」をご覧ください。 

第2回まちづくり研究会（仮称） 

生きがいは元気のもと！
〜笠松春子（仮称）さん編〜
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　いつまでも元気で暮らす秘訣は、健康な時から介護予防のための活動を始めることです。 
　６５歳以上の方を対象に、さまざまな介護予防事業を行っています。事前申し込みは不要です。 
　お気軽にご参加ください。 

【問 合 先】健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

※注意事項 
①治療中の病気のある方は、主治医に相談してご参加ください。 
②最高血圧180mmHg以上、または最低血圧110mmHg以上の
場合や体調がすぐれない場合は、体操をご遠慮ください。 

内　容 

会　場 

持ち物 

時　間 

日　程 

畳の上に座ったり横になったりした状態で行う
ストレッチや体操です。※イスは使用できません。 

福祉会館2階（東陽町）※エレベーターがあり
ませんので、階段をご利用ください。 

飲み物・タオル 

午前10時～11時30分 

4月 

5月 

6月 

12日（水） 26日（水） 

17日（水） 31日（水） 

14日（水） 28日（水） 

7月 

8月 

9月 

12日（水） 26日（水） 

9日（水） 30日（水） 

13日（水） 27日（水） 

内 容  

会 場  

持ち物 

イスに座った状態で行うストレッチや体操です。 

福祉健康センター（長池） 

飲み物・タオル 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

5日（水） 19日（水） 

10日（水） 29日（月） 

7日（水） 21日（水） 

5日（水） 19日（水） 

2日（水） 23日（水） 

6日（水） 20日（水） 

内 容  

会 場  

時 間  

持ち物 

日 程  

音楽を利用して「こころ」と「からだ」の健康
づくりを支援します。 

福祉健康センター（長池） 

午後1時30分～3時15分 

飲み物・タオル 

4月 

5月 

6月 

21日（金） 

19日（金） 

2日（金） 

7月 

8月 

9月 

21日（金） 

18日（金） 

1日（金） 

内 容  

会 場  

持ち物 

時 間  

日 程  

バランススティック、踏み台などを利用したス
トレッチや筋力アップ体操を行います。 

総合会館（中野） 

上履き・飲み物・タオル 

午後1時30分～3時15分 

4月 

5月 

6月 

6日（木） 20日（木） 

11日（木） 26日（金） 

1日（木） 15日（木） 

7月 

8月 

9月 

6日（木） 20日（木） 

3日（木） 17日（木） 

7日（木） 21日（木） 

上半期分（4月～9月）　介護予防事業の日程紹介 上半期分（4月～9月）　介護予防事業の日程紹介 

体を動かす介護予防事業 

こころがふれあう介護予防事業 

【骨（こつ）こつストレッチ～畳の上で行うストレッチ～】 【貯筋（ちょきん）くらぶ～筋力アップ教室～】 
※午前の部又は午後の部どちらか一方の参加になります。 

【転倒予防教室～ウォーキングも実施～】 

【ふれあいひろば 
～音楽を利用して楽しいひとときを過ごす憩いの場～】 

午 前 の 部 

時 間  午前9時30分～11時15分 

日 程  

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

4日（火） 18日（火） 

9日（火） 30日（火） 

6日（火） 20日（火） 

4日（火） 18日（火） 

1日（火） 29日（火） 

6日（水） 19日（火） 

午 後 の 部 

時 間  午後1時30分～3時15分 

日 程  

参加料 無料 
参加料 無料 

参加料 無料 

参加料 無料 

内 容  

会 場  

時 間  

持ち物 

日 程  

「シーツ玉入れ」、「じゃんけんたすき」など認
知症予防に役立つゲームを行います。 

福祉健康センター（長池） 

午前10時10分～11時20分 

飲み物 

4月 

5月 

6月 

7日（金） 

11日（木） 

2日（金） 

7月 

8月 

9月 

7日（金） 

4日（金） 

1日（金） 

 
【脳元気教室～認知症予防ゲーム～】 

参加料 無料 

　平成２９年度分の保険料「均等割額」軽減割合は従来の９割軽減から７割軽減へ変更されます。
なお保険料「所得割額」の負担はありません。 

軽減割合 

9割軽減 

8.5割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

世帯（被保険者と世帯主）の平成28年中の総所得金額等の合計額 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない場合） 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋27万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（26.5万円→27万円へ） 

「33万円（基礎控除額）＋49万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（48万円→49万円へ） 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

平成31年度 

9割軽減 

7割軽減 

5割軽減 

資格取得後2年を経過する月まで5割軽減 

●均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の
合計額となります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、
専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除
額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。 
●軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。 

※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称 
　　　　　　（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。） 

　後期高齢者医療制度の医療費は高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代か
らの支援金、国費なども増加傾向にあります。被保険者の方には保険料という形で医療費の一部を負
担していただいているところですが、一定の方の保険料は、本来あるべき保険料額から更に負担を抑
える特例措置が続けられています。 
　しかし被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていること、また支
援している現役世代との不公平感も否めないことから、平成29年度の保険料からこの特例措置を段階
的に見直していくことになりました。具体的な軽減内容、改正箇所は以下のようになりますが、今後も安
心して後期高齢者医療制度を利用していただくための制度改正にご理解をお願いします。 

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直し 

【問 合 先】住民課　蕁３８８‐１１１５ 

被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減 1

　平成２９年度分の保険料「所得割額」を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円
以下の方の「所得割額」軽減割合は、一律５割軽減から一律２割軽減へ変更されます。 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

5割軽減 

2割軽減 

軽減廃止 

保険料「所得割額」の軽減 2

保険料「均等割額」の軽減 （2割、5割軽減は判定基準額を拡大し、対象を拡げます） 3
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　いつまでも元気で暮らす秘訣は、健康な時から介護予防のための活動を始めることです。 
　６５歳以上の方を対象に、さまざまな介護予防事業を行っています。事前申し込みは不要です。 
　お気軽にご参加ください。 

【問 合 先】健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

※注意事項 
①治療中の病気のある方は、主治医に相談してご参加ください。 
②最高血圧180mmHg以上、または最低血圧110mmHg以上の
場合や体調がすぐれない場合は、体操をご遠慮ください。 

内　容 

会　場 

持ち物 

時　間 

日　程 

畳の上に座ったり横になったりした状態で行う
ストレッチや体操です。※イスは使用できません。 

福祉会館2階（東陽町）※エレベーターがあり
ませんので、階段をご利用ください。 

飲み物・タオル 

午前10時～11時30分 

4月 

5月 

6月 

12日（水） 26日（水） 

17日（水） 31日（水） 

14日（水） 28日（水） 

7月 

8月 

9月 

12日（水） 26日（水） 

9日（水） 30日（水） 

13日（水） 27日（水） 

内 容  

会 場  

持ち物 

イスに座った状態で行うストレッチや体操です。 

福祉健康センター（長池） 

飲み物・タオル 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

5日（水） 19日（水） 

10日（水） 29日（月） 

7日（水） 21日（水） 

5日（水） 19日（水） 

2日（水） 23日（水） 

6日（水） 20日（水） 

内 容  

会 場  

時 間  

持ち物 

日 程  

音楽を利用して「こころ」と「からだ」の健康
づくりを支援します。 

福祉健康センター（長池） 

午後1時30分～3時15分 

飲み物・タオル 

4月 

5月 

6月 

21日（金） 

19日（金） 

2日（金） 

7月 

8月 

9月 

21日（金） 

18日（金） 

1日（金） 

内 容  

会 場  

持ち物 

時 間  

日 程  

バランススティック、踏み台などを利用したス
トレッチや筋力アップ体操を行います。 

総合会館（中野） 

上履き・飲み物・タオル 

午後1時30分～3時15分 

4月 

5月 

6月 

6日（木） 20日（木） 

11日（木） 26日（金） 

1日（木） 15日（木） 

7月 

8月 

9月 

6日（木） 20日（木） 

3日（木） 17日（木） 

7日（木） 21日（木） 

上半期分（4月～9月）　介護予防事業の日程紹介 上半期分（4月～9月）　介護予防事業の日程紹介 

体を動かす介護予防事業 

こころがふれあう介護予防事業 

【骨（こつ）こつストレッチ～畳の上で行うストレッチ～】 【貯筋（ちょきん）くらぶ～筋力アップ教室～】 
※午前の部又は午後の部どちらか一方の参加になります。 

【転倒予防教室～ウォーキングも実施～】 

【ふれあいひろば 
～音楽を利用して楽しいひとときを過ごす憩いの場～】 

午 前 の 部 

時 間  午前9時30分～11時15分 

日 程  

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

4日（火） 18日（火） 

9日（火） 30日（火） 

6日（火） 20日（火） 

4日（火） 18日（火） 

1日（火） 29日（火） 

6日（水） 19日（火） 

午 後 の 部 

時 間  午後1時30分～3時15分 

日 程  

参加料 無料 
参加料 無料 

参加料 無料 

参加料 無料 

内 容  

会 場  

時 間  

持ち物 

日 程  

「シーツ玉入れ」、「じゃんけんたすき」など認
知症予防に役立つゲームを行います。 

福祉健康センター（長池） 

午前10時10分～11時20分 

飲み物 

4月 

5月 

6月 

7日（金） 

11日（木） 

2日（金） 

7月 

8月 

9月 

7日（金） 

4日（金） 

1日（金） 

 
【脳元気教室～認知症予防ゲーム～】 

参加料 無料 

　平成２９年度分の保険料「均等割額」軽減割合は従来の９割軽減から７割軽減へ変更されます。
なお保険料「所得割額」の負担はありません。 

軽減割合 

9割軽減 

8.5割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

世帯（被保険者と世帯主）の平成28年中の総所得金額等の合計額 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない場合） 

「33万円（基礎控除額）」以下の世帯 

「33万円（基礎控除額）＋27万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（26.5万円→27万円へ） 

「33万円（基礎控除額）＋49万円×世帯の被保険者数」以下の世帯（48万円→49万円へ） 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

平成31年度 

9割軽減 

7割軽減 

5割軽減 

資格取得後2年を経過する月まで5割軽減 

●均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の
合計額となります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、
専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除
額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。 
●軽減判定日は４月１日または資格を取得した日となります。 

※被用者保険…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称 
　　　　　　（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。） 

　後期高齢者医療制度の医療費は高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代か
らの支援金、国費なども増加傾向にあります。被保険者の方には保険料という形で医療費の一部を負
担していただいているところですが、一定の方の保険料は、本来あるべき保険料額から更に負担を抑
える特例措置が続けられています。 
　しかし被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていること、また支
援している現役世代との不公平感も否めないことから、平成29年度の保険料からこの特例措置を段階
的に見直していくことになりました。具体的な軽減内容、改正箇所は以下のようになりますが、今後も安
心して後期高齢者医療制度を利用していただくための制度改正にご理解をお願いします。 

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直し 

【問 合 先】住民課　蕁３８８‐１１１５ 

被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減 1

　平成２９年度分の保険料「所得割額」を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円
以下の方の「所得割額」軽減割合は、一律５割軽減から一律２割軽減へ変更されます。 

平成28年度 

平成29年度 

平成30年度 

5割軽減 

2割軽減 

軽減廃止 

保険料「所得割額」の軽減 2

保険料「均等割額」の軽減 （2割、5割軽減は判定基準額を拡大し、対象を拡げます） 3
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　無料で実施していますので、医療機関に直接予約して、お出かけください。 ①羽島郡内の医療機関　「○」が接種可能な予防接種の種類です。予約してお出かけください。 

予 防 接 種 の  お 知 ら せ  予 防 接 種 の  お 知 ら せ  

 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

②広域化予防接種協力医療機関 
　羽島郡外にかかりつけ医のいる方や、やむを得ない事情により羽島郡内で接種することが困難な
方は、町が指定する岐阜県内の医療機関で接種を受けることが可能です。 
※各医療機関で接種可能な予防接種が異なります。事前に、町またはかかりつけ医に確認してくだ
さい。 

 
健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

種類 対象年齢 接種回数 種類 対象年齢 接種回数 

ヒブ 

小児 
肺炎球菌 

B型肝炎 

四種混合 

不活化 
ポリオ 
（単独） 

BCG 

水痘 

麻しん・ 
風しん  
混合 

日本脳炎 

二種混合 

子宮 
頸がん 

3回 

2回 

1回 

1回 

3回 

2回 

1回 

2回 

1回 

3回 

3回 

1回 

3回 

1回 

1回 

2回 

1回 

1回 

2回 

1回 

1回 

不足分 

不足分 

1回 

3回 

初回接種 

追加接種 

初回接種 

追加接種 

1期初回 

1期追加 

1期初回 

1期追加 

1 期  

2 期  

1期初回 

1期追加 

2 期  

（特例1） 
1期初回 
1期追加 
2 期  

（特例2） 
1期初回 
1期追加 

2 期  

生後2か月～7か月未満に開始 

生後7か月～12か月未満に開始 

初回接種終了後、7か月～13か月後に接種 

1歳～5歳未満に開始 

生後2か月～7か月未満に開始 

生後7か月～12か月未満に開始 

1歳以降で、初回接種終了後、
60日以上後に接種 

1歳～2歳未満に開始 

2歳～5歳未満に開始 

1歳未満 
（1回目と2回目は27日以上の間隔をおく。3回目は1回目から
139日以上の間隔をおく。標準的には2か月～9か月未満に接種） 

生後3か月～7歳6か月未満 

生後3か月～7歳6か月未満 
（1期初回接種（3回）終了後、6か月以上の間隔
をおく。標準的には12か月～18か月未満に接種） 

生後3か月～7歳6か月未満 

生後3か月～7歳6か月未満 
（1期初回接種（3回）終了後、6か月以上の間隔
をおく。標準的には12か月～18か月未満に接種） 

1歳未満 
（標準的には生後5か月～8か月未満に接種） 

1歳～3歳未満 
（1回目接種終了後、3か月以上の間隔をおく。
標準的には6か月～12か月の間隔をおく。） 

1歳～2歳未満 

平成29年度中に6歳になる幼児 
（平成23年4月2日～ 

24年4月1日生まれ） 

6か月～7歳6か月未満 
（標準的には3歳～4歳未満
に接種） 

6か月～7歳6か月未満 
（1期初回接種終了（2回目）
後、概ね1年おく） 

9歳～13歳未満 

20歳未満で不足分のある方 
（ただし、平成9年4月2日～
19年4月1日の間に生まれ
た方に限る） 

9歳～13歳未満で不足分の
ある方 
（ただし、平成19年4月2日
～平成21年10月1日の間
に生まれた方に限る） 

11歳～13歳未満 

今年度中学1年生～高校1年生の女性 
（ただし、現在積極的には勧められてい
ません。接種にあたり、有効性と副作用
を十分に理解し接種してください。） 

【持 ち 物】 母子健康手帳、予診票、健康保険証、
乳幼児医療受給者証 

 
【接種期間】 
【接種回数】 
【対 象 者】 
 

 
 
 
【自己負担金】 
 
【持 ち 物】 

　平成２９年度の対象者に予診票をお送りしますので、医療機関に直接予約して、お出かけください。 
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 
１回 
①笠松町に住民登録があり、今年度６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・１００歳に
なる方 

②６０歳から６４歳までの方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に障がいがあり、日常生活が極度に制限される状態の方 
　※過去に自費または町の助成で１度でも接種された方は対象外です。 
４,０００円（ただし、接種期間を過ぎての接種は全額自己負担となります） 
生活保護の方は、自己負担金を免除しますので、健康介護課へ事前に申請してください。 
高齢者肺炎球菌予防接種予診票（対象者に郵送します）、健康手帳、健康保険証 

年　齢 生年月日 年　齢 生年月日 

65歳 

70歳 

75歳 

80歳 

85歳 

90歳 

95歳 

100歳 

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ 

昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれ 

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれ 

昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれ 

昭和 7年4月2日～昭和 8年4月1日生まれ 

昭和 2年4月2日～昭和 3年4月1日生まれ 

大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれ 

大正 6年4月2日～大正 7年4月1日生まれ 

子どもの予防接種 実 施 医 療 機 関  

高齢者肺炎球菌 

愛生病院 

伊藤内科 

岩村医院 

笠松クリニック 

片山クリニック 

小寺医院 

こめの医院 

杉山内科医院 

羽島クリニック 

ひらたクリニック 

まつなみ健康増進クリニック 

吉田胃腸科 

赤座医院上印食診療所 

おおしろ内科 

岡山クリニック 

おくむらメモリークリニック 

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

さかいだ耳鼻咽喉科 

サンライズクリニック 

しみずこどもクリニック 

総合在宅医療クリニック 

なごやかクリニック 

伏見医院 

やまうちクリニック 

渡辺小児科 

円城寺 

上本町 

門 間  

東陽町 

田 代  

美笠通 

米 野  

奈良町 

門 間  

田 代  

泉 町  

門前町 

上印食 

野 中  

徳 田  

下印食 

八 剣  

下印食 

八 剣  

野 中  

野 中  

八剣北 

三 宅  

三 宅  

八剣北 

八 剣  

388‐3300 

387‐2257 

387‐0180 

216‐7830 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 

387‐2217 

247‐2626 

249‐1366 

268‐0307 

215‐5509 

247‐6630 

278‐1030 

214‐3322 

247‐3322 

248‐3211 

213‐7830 

215‐8790 

247‐8828 

215‐7771 

246‐8882

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

医療機関名 所在 電　話 

子どもの予防接種 
高齢者 
肺炎球菌 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 
（麻しん風しん混合・日本脳炎は2期のみ実施） 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

ヒブ・小児
肺炎球菌 

B型 
肝炎 

麻しん風しん混合・日本脳
炎 ・ 二 種 混 合  

四種 
混合 

不活化 
ポリオ 

BCG 水痘 
子宮 
頸がん 

笠
松
町
 

岐
南
町
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　無料で実施していますので、医療機関に直接予約して、お出かけください。 ①羽島郡内の医療機関　「○」が接種可能な予防接種の種類です。予約してお出かけください。 

予 防 接 種 の  お 知 ら せ  予 防 接 種 の  お 知 ら せ  

 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

②広域化予防接種協力医療機関 
　羽島郡外にかかりつけ医のいる方や、やむを得ない事情により羽島郡内で接種することが困難な
方は、町が指定する岐阜県内の医療機関で接種を受けることが可能です。 
※各医療機関で接種可能な予防接種が異なります。事前に、町またはかかりつけ医に確認してくだ
さい。 

 
健康介護課　蕁３８８‐７１７１ 

種類 対象年齢 接種回数 種類 対象年齢 接種回数 

ヒブ 

小児 
肺炎球菌 

B型肝炎 

四種混合 

不活化 
ポリオ 
（単独） 

BCG 

水痘 

麻しん・ 
風しん  
混合 

日本脳炎 

二種混合 

子宮 
頸がん 

3回 

2回 

1回 

1回 

3回 

2回 

1回 

2回 

1回 

3回 

3回 

1回 

3回 

1回 

1回 

2回 

1回 

1回 

2回 

1回 

1回 

不足分 

不足分 

1回 

3回 

初回接種 

追加接種 

初回接種 

追加接種 

1期初回 

1期追加 

1期初回 

1期追加 

1 期  

2 期  

1期初回 

1期追加 

2 期  

（特例1） 
1期初回 
1期追加 
2 期  

（特例2） 
1期初回 
1期追加 

2 期  

生後2か月～7か月未満に開始 

生後7か月～12か月未満に開始 

初回接種終了後、7か月～13か月後に接種 

1歳～5歳未満に開始 

生後2か月～7か月未満に開始 

生後7か月～12か月未満に開始 

1歳以降で、初回接種終了後、
60日以上後に接種 

1歳～2歳未満に開始 

2歳～5歳未満に開始 

1歳未満 
（1回目と2回目は27日以上の間隔をおく。3回目は1回目から
139日以上の間隔をおく。標準的には2か月～9か月未満に接種） 

生後3か月～7歳6か月未満 

生後3か月～7歳6か月未満 
（1期初回接種（3回）終了後、6か月以上の間隔
をおく。標準的には12か月～18か月未満に接種） 

生後3か月～7歳6か月未満 

生後3か月～7歳6か月未満 
（1期初回接種（3回）終了後、6か月以上の間隔
をおく。標準的には12か月～18か月未満に接種） 

1歳未満 
（標準的には生後5か月～8か月未満に接種） 

1歳～3歳未満 
（1回目接種終了後、3か月以上の間隔をおく。
標準的には6か月～12か月の間隔をおく。） 

1歳～2歳未満 

平成29年度中に6歳になる幼児 
（平成23年4月2日～ 

24年4月1日生まれ） 

6か月～7歳6か月未満 
（標準的には3歳～4歳未満
に接種） 

6か月～7歳6か月未満 
（1期初回接種終了（2回目）
後、概ね1年おく） 

9歳～13歳未満 

20歳未満で不足分のある方 
（ただし、平成9年4月2日～
19年4月1日の間に生まれ
た方に限る） 

9歳～13歳未満で不足分の
ある方 
（ただし、平成19年4月2日
～平成21年10月1日の間
に生まれた方に限る） 

11歳～13歳未満 

今年度中学1年生～高校1年生の女性 
（ただし、現在積極的には勧められてい
ません。接種にあたり、有効性と副作用
を十分に理解し接種してください。） 

【持 ち 物】 母子健康手帳、予診票、健康保険証、
乳幼児医療受給者証 

 
【接種期間】 
【接種回数】 
【対 象 者】 
 

 
 
 
【自己負担金】 
 
【持 ち 物】 

　平成２９年度の対象者に予診票をお送りしますので、医療機関に直接予約して、お出かけください。 
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 
１回 
①笠松町に住民登録があり、今年度６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・１００歳に
なる方 

②６０歳から６４歳までの方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に障がいがあり、日常生活が極度に制限される状態の方 
　※過去に自費または町の助成で１度でも接種された方は対象外です。 
４,０００円（ただし、接種期間を過ぎての接種は全額自己負担となります） 
生活保護の方は、自己負担金を免除しますので、健康介護課へ事前に申請してください。 
高齢者肺炎球菌予防接種予診票（対象者に郵送します）、健康手帳、健康保険証 

年　齢 生年月日 年　齢 生年月日 

65歳 

70歳 

75歳 

80歳 

85歳 

90歳 

95歳 

100歳 

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ 

昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれ 

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれ 

昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれ 

昭和 7年4月2日～昭和 8年4月1日生まれ 

昭和 2年4月2日～昭和 3年4月1日生まれ 

大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれ 

大正 6年4月2日～大正 7年4月1日生まれ 

子どもの予防接種 実 施 医 療 機 関  

高齢者肺炎球菌 

愛生病院 

伊藤内科 

岩村医院 

笠松クリニック 

片山クリニック 

小寺医院 

こめの医院 

杉山内科医院 

羽島クリニック 

ひらたクリニック 

まつなみ健康増進クリニック 

吉田胃腸科 

赤座医院上印食診療所 

おおしろ内科 

岡山クリニック 

おくむらメモリークリニック 

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

さかいだ耳鼻咽喉科 

サンライズクリニック 

しみずこどもクリニック 

総合在宅医療クリニック 

なごやかクリニック 

伏見医院 

やまうちクリニック 

渡辺小児科 

円城寺 

上本町 

門 間  

東陽町 

田 代  

美笠通 

米 野  

奈良町 

門 間  

田 代  

泉 町  

門前町 

上印食 

野 中  

徳 田  

下印食 

八 剣  

下印食 

八 剣  

野 中  

野 中  

八剣北 

三 宅  

三 宅  

八剣北 

八 剣  

388‐3300 

387‐2257 

387‐0180 

216‐7830 

388‐8700 

387‐4504 

387‐6010 

388‐3600 

387‐6161 

387‐3378 

388‐0111 

387‐2217 

247‐2626 

249‐1366 

268‐0307 

215‐5509 

247‐6630 

278‐1030 

214‐3322 

247‐3322 

248‐3211 

213‐7830 

215‐8790 

247‐8828 

215‐7771 

246‐8882

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 
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○ 
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○ 

○ 
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○ 
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○ 
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○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

医療機関名 所在 電　話 

子どもの予防接種 
高齢者 
肺炎球菌 

 

○ 
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○ 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 
（麻しん風しん混合・日本脳炎は2期のみ実施） 
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○ 
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○ 

 

 

○ 

 

○ 
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悪質業者にご注意ください 道徳のまち笠松の 

ささえ合い通信 ささえ合い通信 ささえ合い通信 蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋 

●相談連絡先 警察安全相談室 
消費者ホットライン 
県民生活相談センター 
役場環境経済課 消費生活相談窓口 

蕁＃９１１０ または、蕁２７２‐９１１０ 
蕁１８８（いやや！） または、蕁（０５７０）０６４‐３７０ 
蕁２７７‐１００３ 
蕁３８８‐１３０１ 

（役場では、専門相談員による相談も行っています。〈31ページ参照〉） 

「都市ガスの小売り自由化」に伴う便乗商法にご注意！！ 
～ガス会社以外の大手会社も参入します　あわてて契約する必要はありません～ 

　都市ガスの小売りが４月１日に全面自由化されます。昨年、自由化された電力に続いて都市ガスでも地
域独占が廃止され、消費者が契約先を選べるようになります。変化する社会システムで選択肢が増える一
方、戸惑う高齢者層などにつけ込んだ悪質な「便乗詐欺の勧誘」が発生し、既に国民生活センター・消費
生活センターなどに相談が寄せられています。 
　また、今後起こりうる消費者被害として、①必要のない新しいガス機器などの購入を勧める②乗り換えに
高額な初期費用が必要と案内する③高い入会金を支払えばガスが格安で使える　といった強引な電話
勧誘や訪問販売が考えられます。このようなことが起きたら、消費生活相談窓口などにお問合せください。 

　都市ガスの小売り自由化に伴うトラブルが発生しているため、経済産業省
電力・ガス取引監視等委員会は確認ポイントをまとめ、注意を呼びかけていま
すので、慎重に確認しましょう。 

　都市ガスの契約先乗り換えにあたり、メーター機の切り替えもなく新た
な配管も必要ありませんので、ガス会社を乗り換えても通常、費用は発生
しない見込みです。 

　電力の自由化と同様、ガス会
社以外の大手会社も参入してく
る。その大手会社の代理店を
名乗る電話であっても、不審に
思った場合は容易に個人情報
を教えず、社名・担当者名を確
認しましょう。住所、家族名、電
話番号など漏れた個人情報は
あらゆる業種の業者の手に渡り、
悪用されかねません。 

個人情報を騙し取る詐欺 
　ガス機器の点検と称して自宅
に上がりこみ、点検をしたふりを
する。 
　「ガス漏れの危険があるので
今すぐにガス機器の交換をして
ください」とウソを言ったり、「都
市ガスからプロパンガスへ変更を」
と強制し、工事が必要と迫る。
更に生活状況を観察して他に
悪用することもあるので、正規の
ガス会社かどうかをまず確認し
ましょう。 

点検詐欺・機器販売の押し売り 
都市ガスの小売り自由化に伴うトラブル事例集 

　新規参入のガス会社の債券
や未公開株への投資・出資話
などで勧誘する。ありえない高
い利回りで勧誘したり、「ありえ
そうなリターン」の説明をし堅実
な投資家のイメージで投資を勧
誘するケースがある。 

　ガス自由化にかかる会社
への投資に関心のある場合
は、上場株を証券会社で正
規に購入しましょう。 

投資詐欺 

□毎月の都市ガス料金はいくらか □契約期間と供給開始時期 
□都市ガス小売り事業者の社名や連絡先 □契約満了後の更改手続きはどのようにするか 
□工事が必要な場合の負担額（通常は必要なし） 
※訪問販売などで書面契約した場合、クーリング・オフ（契約日より8日以内）で契約を破棄できます。 

契約する時の主な確認ポイント 

畑
つ
な
ぎ
⑤
 

No.18 町内の年長児と「あいさつの道徳授業」を行いました 

きれいに塗れたよ 

　町内の幼稚園と保育園・保育所の全年長児
２３０人ほどと「あいさつの授業」を行いました。 
　主な活動は、道徳推進会議が作成したあいさつ
絵本に、好みの色を塗って絵本を完成させることです。 
　はじめに「どんな時に、どんなあいさつをしますか？」
をみんなで考えました。さすがに年長児はよく知
っています。一人が「おはようございます。」と言う
と、他の子が「おはようございます。」と応えます。「お
やすみなさい。」まで、しっかりとあいさつを言うこ
とが出来ました。微笑ましかったのは「ただいま」
と言った時に返ってきたあいさつが「ただいま」だ
ったことです。「あれ？おかしくない？」と問い直し
ますと「おかえり！」「おかえりなさい！」など、正しい
あいさつが即座に返ってきました。 
　この授業のねらいは、「気持ちを込めたあいさ
つをすれば、ちゃんとその気持ちは相手に伝わる
ことに気付く。」ことでした。年長児には少し難し
いかなと思いましたが、授業を行ってみると多くの
園児がねらい通りに気持ちを込めたあいさつが
できるようになりました。そして、あいさつに込めら
れた相手の気持ちを感じ取る年長児もいました。

素晴らしい姿です。 
　あいさつ絵本は１２ページほどあります。１時間
ほどの授業では全部のページに、色を塗ることは
できません。そこで、塗り残したページは宿題にし
ました。家に帰ってから、この絵本をきっかけにして、
あいさつを家族で話題にしていただけたら幸い
です。そんな気持ちで授業を終えました。 
　なお、あいさつ絵本は少し残っていますので、
希望される方は中央公民館までご連絡ください。 

【問 合 先】中央公民館　蕁388‐3231
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悪質業者にご注意ください 道徳のまち笠松の 

ささえ合い通信 ささえ合い通信 ささえ合い通信 蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋 

●相談連絡先 警察安全相談室 
消費者ホットライン 
県民生活相談センター 
役場環境経済課 消費生活相談窓口 

蕁＃９１１０ または、蕁２７２‐９１１０ 
蕁１８８（いやや！） または、蕁（０５７０）０６４‐３７０ 
蕁２７７‐１００３ 
蕁３８８‐１３０１ 

（役場では、専門相談員による相談も行っています。〈31ページ参照〉） 

「都市ガスの小売り自由化」に伴う便乗商法にご注意！！ 
～ガス会社以外の大手会社も参入します　あわてて契約する必要はありません～ 

　都市ガスの小売りが４月１日に全面自由化されます。昨年、自由化された電力に続いて都市ガスでも地
域独占が廃止され、消費者が契約先を選べるようになります。変化する社会システムで選択肢が増える一
方、戸惑う高齢者層などにつけ込んだ悪質な「便乗詐欺の勧誘」が発生し、既に国民生活センター・消費
生活センターなどに相談が寄せられています。 
　また、今後起こりうる消費者被害として、①必要のない新しいガス機器などの購入を勧める②乗り換えに
高額な初期費用が必要と案内する③高い入会金を支払えばガスが格安で使える　といった強引な電話
勧誘や訪問販売が考えられます。このようなことが起きたら、消費生活相談窓口などにお問合せください。 

　都市ガスの小売り自由化に伴うトラブルが発生しているため、経済産業省
電力・ガス取引監視等委員会は確認ポイントをまとめ、注意を呼びかけていま
すので、慎重に確認しましょう。 

　都市ガスの契約先乗り換えにあたり、メーター機の切り替えもなく新た
な配管も必要ありませんので、ガス会社を乗り換えても通常、費用は発生
しない見込みです。 

　電力の自由化と同様、ガス会
社以外の大手会社も参入してく
る。その大手会社の代理店を
名乗る電話であっても、不審に
思った場合は容易に個人情報
を教えず、社名・担当者名を確
認しましょう。住所、家族名、電
話番号など漏れた個人情報は
あらゆる業種の業者の手に渡り、
悪用されかねません。 

個人情報を騙し取る詐欺 
　ガス機器の点検と称して自宅
に上がりこみ、点検をしたふりを
する。 
　「ガス漏れの危険があるので
今すぐにガス機器の交換をして
ください」とウソを言ったり、「都
市ガスからプロパンガスへ変更を」
と強制し、工事が必要と迫る。
更に生活状況を観察して他に
悪用することもあるので、正規の
ガス会社かどうかをまず確認し
ましょう。 

点検詐欺・機器販売の押し売り 
都市ガスの小売り自由化に伴うトラブル事例集 

　新規参入のガス会社の債券
や未公開株への投資・出資話
などで勧誘する。ありえない高
い利回りで勧誘したり、「ありえ
そうなリターン」の説明をし堅実
な投資家のイメージで投資を勧
誘するケースがある。 

　ガス自由化にかかる会社
への投資に関心のある場合
は、上場株を証券会社で正
規に購入しましょう。 

投資詐欺 

□毎月の都市ガス料金はいくらか □契約期間と供給開始時期 
□都市ガス小売り事業者の社名や連絡先 □契約満了後の更改手続きはどのようにするか 
□工事が必要な場合の負担額（通常は必要なし） 
※訪問販売などで書面契約した場合、クーリング・オフ（契約日より8日以内）で契約を破棄できます。 

契約する時の主な確認ポイント 

畑
つ
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No.18 町内の年長児と「あいさつの道徳授業」を行いました 

きれいに塗れたよ 

　町内の幼稚園と保育園・保育所の全年長児
２３０人ほどと「あいさつの授業」を行いました。 
　主な活動は、道徳推進会議が作成したあいさつ
絵本に、好みの色を塗って絵本を完成させることです。 
　はじめに「どんな時に、どんなあいさつをしますか？」
をみんなで考えました。さすがに年長児はよく知
っています。一人が「おはようございます。」と言う
と、他の子が「おはようございます。」と応えます。「お
やすみなさい。」まで、しっかりとあいさつを言うこ
とが出来ました。微笑ましかったのは「ただいま」
と言った時に返ってきたあいさつが「ただいま」だ
ったことです。「あれ？おかしくない？」と問い直し
ますと「おかえり！」「おかえりなさい！」など、正しい
あいさつが即座に返ってきました。 
　この授業のねらいは、「気持ちを込めたあいさ
つをすれば、ちゃんとその気持ちは相手に伝わる
ことに気付く。」ことでした。年長児には少し難し
いかなと思いましたが、授業を行ってみると多くの
園児がねらい通りに気持ちを込めたあいさつが
できるようになりました。そして、あいさつに込めら
れた相手の気持ちを感じ取る年長児もいました。

素晴らしい姿です。 
　あいさつ絵本は１２ページほどあります。１時間
ほどの授業では全部のページに、色を塗ることは
できません。そこで、塗り残したページは宿題にし
ました。家に帰ってから、この絵本をきっかけにして、
あいさつを家族で話題にしていただけたら幸い
です。そんな気持ちで授業を終えました。 
　なお、あいさつ絵本は少し残っていますので、
希望される方は中央公民館までご連絡ください。 

【問 合 先】中央公民館　蕁388‐3231
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役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
学校給食センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

総 務 課  

税 務 課  

企 画 課  

環 境 経 済 課  

住 民 課  

健 康 介 護 課  

福 祉 子 ど も 課  

建 設 課  

水 道 課  

教 育 文 化 課  

会 計 課  

議 会 事 務 局  

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

388‐1111 

388‐1112 

388‐1113 

388‐1114 

388‐1115 

388‐7171 

388‐1116 

388‐1117 

388‐1118 

388‐3231 

388‐1119 

388‐1110

各 課 直 通 電 話 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

㈱高島衛生 ㈱高島衛生 ㈱高島衛生 

固定資産価格の縦覧 肝炎ウイルス検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対 象 者】 
 
 
【日　　程】 

【自己負担金】 
【申込期限】
【申込・問合先】 

　肝炎を起こす原因はいろいろありますが、日本
はそのほとんどが肝炎ウイルス感染によるものと
言われています。 
　肝炎ウイルスは、感染しても症状が軽かったり、
全く症状が出ない場合もあることから、本人が気
づかないことが多く、キャリア化する（知らない間
にウイルスが身体の中に住みついてしまう）ことが
あります。 
　町では、肝炎ウイルスの早期発見と早期治療
を目的に、血液検査によるC型肝炎ウイルスとB型
肝炎ウイルス検査を実施します。 

４０歳以上（昭和５３年４月１日以前に
生まれた方）で過去に肝炎ウイルス
検査を受けたことがない方 
 

無料 
４月２１日（金） 
健康介護課 

月日（曜） 場　　所 

8日（月） 

15日（月） 

24日（水） 

26日（金） 

30日（火） 

福祉健康センター 

受付時間 

5
月
 

男女共同参画のすすめ 
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

●家庭では 
「男女がともに身体や健康を 

守る権利を大切にしましょう」 
●職場では 
「男女がともに能力を十分に発揮できるよう 

積極的に改善措置を行いましょう」 

　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土
地や家屋の評価額を、周辺の土地・家屋と比較し、
価格の適正さを「土地・家屋価格等縦覧帳簿」
で確認することができます。 
　なお、個人情報（所有者、課税標準額、税額）
は縦覧の対象ではありません。 

４月３日（月）～５月１日（月） 
（土・日、祝日を除く） 
午前８時３０分～午後５時１５分 
役場１階　税務課 
 

・固定資産税（土地・家屋）の納税者 
・納税者の同居の親族 
・納税者の代理人（委任状の提示が必要） 
 
・本人または本人と同居の親族であることが証
明できるもの（納税通知書、課税明細書、運転
免許証など） 
・印鑑 
・代理人は委任状 
※縦覧期間以外は、土地・家屋等縦覧帳簿の公
開は一切できませんので、ご了承ください。 
※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請を
していただく必要があります。 

税務課 

 
 
 
 
 
 
【縦覧期間】 
 
 
【縦覧場所】 
【縦覧できる方】 
 
 
 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

春の全国交通安全運動 

運動の基本「子供と高齢者の交通事故防止 
～事故にあわない、おこさない～」 

交通事故死ゼロを目指す日 4月10日（月） 

4月6日（木）～15日（土） 

午前 
～ 
10時30分 
11時 

【日　　程】 

60歳 

65歳 

70歳 

昭和32年4月2日～33年4月1日生まれ 

昭和27年4月2日～28年4月1日生まれ 

昭和22年4月2日～23年4月1日生まれ 

４月２１日（金） 
健康介護課 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

60・65歳 

70歳 

500円 

100円 
無料 

歯科健診 年　齢 骨粗しょう症検診 

月日（曜） 場　　所 

8日（月） 

15日（月） 

24日（水） 

26日（金） 

30日（火） 

福祉健康センター 

受付時間 

5
月
 

【自己負担金】 

　４月１８日（ヨイハ）にちなんで、「歯の悩み」に歯科医師が無料で相談に応じます。
お気軽にお電話ください。 

４月１６日（日） 午前１０時～午後３時　【相談・問合先】県保険医協会　蕁２６７‐０７１１ 

ヨイハ健康デー「歯のなんでも電話相談」 ヨイハ健康デー「歯のなんでも電話相談」 

【対 象 者】  
歯科健診：今年度６０歳・６５歳・７０歳になる方 
骨粗しょう症検診：今年度６０歳・６５歳・７０歳になる女性 

歯科健診・骨粗しょう症検診 

 
 
【日　　時】 

午前 
～ 
10時 
11時 

　４月から、町国民健康保険に加入している方を対象に人間ドック受診費用の助成を行います。人間
ドックで体の状態をチェックして、疾病予防・健康づくりに役立てましょう。 
　申請方法など詳しい内容はお問合せください。 

【問 合 先】住民課 

人間ドック受診費用の助成 

対 象 者  
助 成 金 額  
対象医療機関 
受 診 期 間  

申 請 期 限  

その他の条件 

町国民健康保険に加入している40歳～74歳の方 
人間ドック費用の1/2以内（上限15,000円、100円未満切捨て） 
特に指定はありませんので、ご自身の都合のよい医療機関で受診してください。 
平成29年4月1日～平成30年2月末 
人間ドックを受診した日から2か月以内 
※ただし、受診した年度内に申請が必要です。 
・申請にあたっては、人間ドックの検査結果の提出が必要です。 
・助成の回数は1年度内に1回です。 
・町が実施する特定健診、はつらつ健診、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診を受診した場合は
助成を受けることができません。 
※重複して助成を受けることができませんのでご注意ください。 
・国民健康保険税に未納がある世帯の方は助成を受けることができません。 
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役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
学校給食センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
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蕁 
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蕁 
蕁 
蕁 
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388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

総 務 課  

税 務 課  

企 画 課  

環 境 経 済 課  

住 民 課  

健 康 介 護 課  

福 祉 子 ど も 課  
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388‐1115 
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388‐1119 

388‐1110

各 課 直 通 電 話 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

㈱高島衛生 ㈱高島衛生 ㈱高島衛生 

固定資産価格の縦覧 肝炎ウイルス検査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対 象 者】 
 
 
【日　　程】 

【自己負担金】 
【申込期限】
【申込・問合先】 

　肝炎を起こす原因はいろいろありますが、日本
はそのほとんどが肝炎ウイルス感染によるものと
言われています。 
　肝炎ウイルスは、感染しても症状が軽かったり、
全く症状が出ない場合もあることから、本人が気
づかないことが多く、キャリア化する（知らない間
にウイルスが身体の中に住みついてしまう）ことが
あります。 
　町では、肝炎ウイルスの早期発見と早期治療
を目的に、血液検査によるC型肝炎ウイルスとB型
肝炎ウイルス検査を実施します。 

４０歳以上（昭和５３年４月１日以前に
生まれた方）で過去に肝炎ウイルス
検査を受けたことがない方 
 

無料 
４月２１日（金） 
健康介護課 

月日（曜） 場　　所 

8日（月） 

15日（月） 

24日（水） 

26日（金） 

30日（火） 

福祉健康センター 

受付時間 

5
月
 

男女共同参画のすすめ 
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

●家庭では 
「男女がともに身体や健康を 

守る権利を大切にしましょう」 
●職場では 
「男女がともに能力を十分に発揮できるよう 

積極的に改善措置を行いましょう」 

　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土
地や家屋の評価額を、周辺の土地・家屋と比較し、
価格の適正さを「土地・家屋価格等縦覧帳簿」
で確認することができます。 
　なお、個人情報（所有者、課税標準額、税額）
は縦覧の対象ではありません。 

４月３日（月）～５月１日（月） 
（土・日、祝日を除く） 
午前８時３０分～午後５時１５分 
役場１階　税務課 
 

・固定資産税（土地・家屋）の納税者 
・納税者の同居の親族 
・納税者の代理人（委任状の提示が必要） 
 
・本人または本人と同居の親族であることが証
明できるもの（納税通知書、課税明細書、運転
免許証など） 
・印鑑 
・代理人は委任状 
※縦覧期間以外は、土地・家屋等縦覧帳簿の公
開は一切できませんので、ご了承ください。 
※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請を
していただく必要があります。 

税務課 

 
 
 
 
 
 
【縦覧期間】 
 
 
【縦覧場所】 
【縦覧できる方】 
 
 
 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

春の全国交通安全運動 

運動の基本「子供と高齢者の交通事故防止 
～事故にあわない、おこさない～」 

交通事故死ゼロを目指す日 4月10日（月） 

4月6日（木）～15日（土） 

午前 
～ 
10時30分 
11時 

【日　　程】 

60歳 

65歳 

70歳 

昭和32年4月2日～33年4月1日生まれ 

昭和27年4月2日～28年4月1日生まれ 

昭和22年4月2日～23年4月1日生まれ 

４月２１日（金） 
健康介護課 

【申込期限】 
【申込・問合先】 

60・65歳 

70歳 

500円 

100円 
無料 

歯科健診 年　齢 骨粗しょう症検診 

月日（曜） 場　　所 

8日（月） 

15日（月） 

24日（水） 

26日（金） 

30日（火） 

福祉健康センター 

受付時間 

5
月
 

【自己負担金】 

　４月１８日（ヨイハ）にちなんで、「歯の悩み」に歯科医師が無料で相談に応じます。
お気軽にお電話ください。 

４月１６日（日） 午前１０時～午後３時　【相談・問合先】県保険医協会　蕁２６７‐０７１１ 

ヨイハ健康デー「歯のなんでも電話相談」 ヨイハ健康デー「歯のなんでも電話相談」 

【対 象 者】  
歯科健診：今年度６０歳・６５歳・７０歳になる方 
骨粗しょう症検診：今年度６０歳・６５歳・７０歳になる女性 

歯科健診・骨粗しょう症検診 

 
 
【日　　時】 

午前 
～ 
10時 
11時 

　４月から、町国民健康保険に加入している方を対象に人間ドック受診費用の助成を行います。人間
ドックで体の状態をチェックして、疾病予防・健康づくりに役立てましょう。 
　申請方法など詳しい内容はお問合せください。 

【問 合 先】住民課 

人間ドック受診費用の助成 

対 象 者  
助 成 金 額  
対象医療機関 
受 診 期 間  

申 請 期 限  

その他の条件 

町国民健康保険に加入している40歳～74歳の方 
人間ドック費用の1/2以内（上限15,000円、100円未満切捨て） 
特に指定はありませんので、ご自身の都合のよい医療機関で受診してください。 
平成29年4月1日～平成30年2月末 
人間ドックを受診した日から2か月以内 
※ただし、受診した年度内に申請が必要です。 
・申請にあたっては、人間ドックの検査結果の提出が必要です。 
・助成の回数は1年度内に1回です。 
・町が実施する特定健診、はつらつ健診、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診を受診した場合は
助成を受けることができません。 
※重複して助成を受けることができませんのでご注意ください。 
・国民健康保険税に未納がある世帯の方は助成を受けることができません。 
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障がいのある人で困りごとは 
ありませんか？ 

はつらつ健診 
　はつらつ健診は、子宮頸がん検診以外のすべ
ての健診が受けられる５年に１度の総合健診です。 
　対象の方には今月中旬に案内はがきを郵送し
ますので、この機会にぜひ受診してください。 

「あなたの街の健幸応援隊」で健康づくり 
　岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会では、羽島市・羽島郡医師会、自治体（羽島市・笠松町・岐南町）、
地域企業、商店が一体となり、健康寿命の延伸と地域の活性化を目指し活動を行っています。 
　このたび、健康的な食事に対する意識の向上を目指し、「あなたの街の健幸応援隊」を作成しました。 

【対 象 者】 

月日（曜） 場　　所 

40歳 

45歳 

50歳 

55歳 

昭和52年4月2日～53年4月1日生まれ 

昭和47年4月2日～48年4月1日生まれ 

昭和42年4月2日～43年4月1日生まれ 

昭和37年4月2日～38年4月1日生まれ 

【日　　程】 

8日（月） 

15日（月） 

24日（水） 

26日（金） 

30日（火） 

福祉健康センター 

【健診内容】 

全　　員 

女性の方 

40歳、または過去に肝炎
検査を受けていない方 

50歳・55歳の 
男性の方 

身体計測・腹囲測定・理学的検査・血圧測定・
尿検査・心電図・血液検査（肝機能・腎機能・
血中脂質・ヘモグロビンA1c・血糖検査・
尿酸・貧血）・聴力検査・歯科健診・眼底検査・
胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診 

骨粗しょう症検診・乳がん検診 

B型・C型肝炎ウイルス検査 

前立腺がん検診 
（PSA検査という血液検査） 

【自己負担金】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 
【申込・問合先】 

男性２,２００円　女性３,４００円 
４月２１日（金） 
案内はがきを福祉健康センターにお
持ちください。希望日時をお聞きし、
受診票や大腸がん検診検便容器な
どをお渡しします。 
健康介護課 

受付時間 

5
月
 

午前 
～ 

8時15分 
10時45分 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

 
【募集人数】 
【資格要件】 
 
 
【問 合 先】 

　あらゆるまちの困りごとを一緒に解決しませんか？ 
若干名 
保健師、社会福祉士または主任介
護支援専門員資格をお持ちで熱意
のある方 
地域包括支援センター 
蕁３８８‐７１３３ 

地域包括支援センター職員 

 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　障がいのある人で生活や仕事に関して困りご
とや悩みはありませんか？ 
　障がいのある人が自立した日常生活または社
会生活を営むことができるよう、利用できる障がい
福祉サービスの相談に応じます。お気軽にご相
談ください。 

福祉子ども課 

 
 
 
 
 
 
 
【サイトURL】 
【問 合 先】 

　岐阜県では、簡単な操作で外国語のメニュー
を作成できる多言語メニュー作成支援ウェブサイ
ト「EAT岐阜」を開設しました。英語、中国語（簡
体、繁体）、韓国語に対応し、写真や使用食材な
どの表示も可能です。 
　飲食店や宿泊施設、レジャー施設での積極的
な利用をお待ちしています。 

http://www.eat-gifu.jp/create/ 
EAT岐阜　操作方法ヘルプデスク 
蕁０５０‐５８９３‐９３９６ 
（受付時間：平日午前９時～午後５時） 

外国語メニューを作ってみませんか？ 

【あなたの街の健幸応援隊】 
　健康に気遣う地域の
商店を紹介した一覧本
です。 
　本の中のお店をめぐっ
て健康になりましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　こちらのステッカーが目印です。 

【健幸ごはん】 
　地域の商店が開発し
た健幸メニューを紹介し、
自宅で作るレシピが掲載
されています。 
 
【配布場所】 
笠松町役場 
福祉健康センター 
登録店 
 
 
【問 合 先】岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会 

（松波総合病院内　まつなみリサーチパーク） 
蕁３８８‐０１１１ 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育キャラクター 
きゃろたん 

今月のテーマ「山菜」 
　山菜は、縄文時代から食べられ、飢饉の
時には人 を々飢えから救う貴重な食料でした。
現在でも昔からの知恵が受け継
がれ、春の味覚として楽しまれて
います。今の時期だからこそ食
べられる新鮮な山菜を、春の自
然と一緒に探してみてはいかが
ですか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対 象 者】 
【日　　程】 

【場　　所】 
【定　　員】 
【参 加 費】 
 
【持 ち 物】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　食生活に関する正しい知識を学び、ご自分や
家族、地域の皆さんの健康づくりの担い手として、
ますます活躍が期待される食生活改善推進員の
養成講座「栄養教室」を開催します。 
　受講後は食生活改善推進員として、地域で食
生活の改善を推進するためのボランティア活動を
行います。 
　「食べることが好き」、「料理に興味がある」、「地
域で活動したい」という方は、ぜひ食を通して健
康づくりを楽しく学びましょう。 

町内在住の方（男性の方も大歓迎） 
 

福祉健康センター 
１５人 
１回につき３００円（調理実習代） 
※５回目は無料 
筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん 
※その他の持ち物はその都度連絡
します。 

５月２日（火） 
健康介護課 

栄養教室 
（食生活改善推進員養成講座） 

回 内　　容 
1 
2 
3 
4 

5

月日（曜） 
5月12日（金） 
6月13日（火） 
7月28日（金） 
8月17日（木） 

9月28日（木） 

開講式 栄養の基礎知識 調理実習 
健康づくりと健康日本21 調理実習 
健康づくりと生活習慣病 調理実習 
年代別食生活のポイント 調理実習 
健康づくりと身体活動（実技） 
閉講式・修了証書授与 

がんばれFC岐阜 
4/8（土） 14時から 

4/29（土・祝） 18時から 

水戸ホーリーホック 

ツエーゲン金沢 

４月の日程 ホーム長良川競技場 
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障がいのある人で困りごとは 
ありませんか？ 

はつらつ健診 
　はつらつ健診は、子宮頸がん検診以外のすべ
ての健診が受けられる５年に１度の総合健診です。 
　対象の方には今月中旬に案内はがきを郵送し
ますので、この機会にぜひ受診してください。 

「あなたの街の健幸応援隊」で健康づくり 
　岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会では、羽島市・羽島郡医師会、自治体（羽島市・笠松町・岐南町）、
地域企業、商店が一体となり、健康寿命の延伸と地域の活性化を目指し活動を行っています。 
　このたび、健康的な食事に対する意識の向上を目指し、「あなたの街の健幸応援隊」を作成しました。 

【対 象 者】 

月日（曜） 場　　所 

40歳 

45歳 

50歳 

55歳 

昭和52年4月2日～53年4月1日生まれ 

昭和47年4月2日～48年4月1日生まれ 

昭和42年4月2日～43年4月1日生まれ 

昭和37年4月2日～38年4月1日生まれ 

【日　　程】 

8日（月） 

15日（月） 

24日（水） 

26日（金） 

30日（火） 

福祉健康センター 

【健診内容】 

全　　員 

女性の方 

40歳、または過去に肝炎
検査を受けていない方 

50歳・55歳の 
男性の方 

身体計測・腹囲測定・理学的検査・血圧測定・
尿検査・心電図・血液検査（肝機能・腎機能・
血中脂質・ヘモグロビンA1c・血糖検査・
尿酸・貧血）・聴力検査・歯科健診・眼底検査・
胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診 

骨粗しょう症検診・乳がん検診 

B型・C型肝炎ウイルス検査 

前立腺がん検診 
（PSA検査という血液検査） 

【自己負担金】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 
【申込・問合先】 

男性２,２００円　女性３,４００円 
４月２１日（金） 
案内はがきを福祉健康センターにお
持ちください。希望日時をお聞きし、
受診票や大腸がん検診検便容器な
どをお渡しします。 
健康介護課 

受付時間 

5
月
 

午前 
～ 

8時15分 
10時45分 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

 
【募集人数】 
【資格要件】 
 
 
【問 合 先】 

　あらゆるまちの困りごとを一緒に解決しませんか？ 
若干名 
保健師、社会福祉士または主任介
護支援専門員資格をお持ちで熱意
のある方 
地域包括支援センター 
蕁３８８‐７１３３ 

地域包括支援センター職員 

 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　障がいのある人で生活や仕事に関して困りご
とや悩みはありませんか？ 
　障がいのある人が自立した日常生活または社
会生活を営むことができるよう、利用できる障がい
福祉サービスの相談に応じます。お気軽にご相
談ください。 

福祉子ども課 

 
 
 
 
 
 
 
【サイトURL】 
【問 合 先】 

　岐阜県では、簡単な操作で外国語のメニュー
を作成できる多言語メニュー作成支援ウェブサイ
ト「EAT岐阜」を開設しました。英語、中国語（簡
体、繁体）、韓国語に対応し、写真や使用食材な
どの表示も可能です。 
　飲食店や宿泊施設、レジャー施設での積極的
な利用をお待ちしています。 

http://www.eat-gifu.jp/create/ 
EAT岐阜　操作方法ヘルプデスク 
蕁０５０‐５８９３‐９３９６ 
（受付時間：平日午前９時～午後５時） 

外国語メニューを作ってみませんか？ 

【あなたの街の健幸応援隊】 
　健康に気遣う地域の
商店を紹介した一覧本
です。 
　本の中のお店をめぐっ
て健康になりましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　こちらのステッカーが目印です。 

【健幸ごはん】 
　地域の商店が開発し
た健幸メニューを紹介し、
自宅で作るレシピが掲載
されています。 
 
【配布場所】 
笠松町役場 
福祉健康センター 
登録店 
 
 
【問 合 先】岐阜ヘルスケアビジネス創出協議会 

（松波総合病院内　まつなみリサーチパーク） 
蕁３８８‐０１１１ 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育キャラクター 
きゃろたん 

今月のテーマ「山菜」 
　山菜は、縄文時代から食べられ、飢饉の
時には人 を々飢えから救う貴重な食料でした。
現在でも昔からの知恵が受け継
がれ、春の味覚として楽しまれて
います。今の時期だからこそ食
べられる新鮮な山菜を、春の自
然と一緒に探してみてはいかが
ですか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対 象 者】 
【日　　程】 

【場　　所】 
【定　　員】 
【参 加 費】 
 
【持 ち 物】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　食生活に関する正しい知識を学び、ご自分や
家族、地域の皆さんの健康づくりの担い手として、
ますます活躍が期待される食生活改善推進員の
養成講座「栄養教室」を開催します。 
　受講後は食生活改善推進員として、地域で食
生活の改善を推進するためのボランティア活動を
行います。 
　「食べることが好き」、「料理に興味がある」、「地
域で活動したい」という方は、ぜひ食を通して健
康づくりを楽しく学びましょう。 

町内在住の方（男性の方も大歓迎） 
 

福祉健康センター 
１５人 
１回につき３００円（調理実習代） 
※５回目は無料 
筆記用具、エプロン、三角巾、ふきん 
※その他の持ち物はその都度連絡
します。 

５月２日（火） 
健康介護課 

栄養教室 
（食生活改善推進員養成講座） 

回 内　　容 
1 
2 
3 
4 

5

月日（曜） 
5月12日（金） 
6月13日（火） 
7月28日（金） 
8月17日（木） 

9月28日（木） 

開講式 栄養の基礎知識 調理実習 
健康づくりと健康日本21 調理実習 
健康づくりと生活習慣病 調理実習 
年代別食生活のポイント 調理実習 
健康づくりと身体活動（実技） 
閉講式・修了証書授与 

がんばれFC岐阜 
4/8（土） 14時から 

4/29（土・祝） 18時から 

水戸ホーリーホック 

ツエーゲン金沢 

４月の日程 ホーム長良川競技場 
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消火器・消防防災施工保守点検管理 

羽 島 ・ 岐 阜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市  営業所  

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

 
 
 
【場　　所】 
【休 館 日】 
【入 館 料】 

　昨年度は企画展や講演会などに一万人を越す多くの方に来館していただきました。本年度もさまざ
まな企画展や行事を開催しますので、ぜひお気軽にご来館ください。 
企画展 

歴史未来館 
月曜日（祝日の場合はその翌日） 
無料 

 
 
【問 合 先】 

その他の催し物 

　開催日や内容などは変更になる場合があります。各行事の詳細は、決まり次第広報や町ホームペー
ジなどで随時お知らせします。 

歴史未来館 

平成29年度　歴史未来館の行事 

開催期間 企画展内容 
4月 4日（火）～ 5月21日（日）  
6月 6日（火）～ 6月25日（日）  
7月11日（火）～ 8月20日（日）  
9月12日（火）～10月22日（日）  
11月 7日（火）～12月10日（日）  
平成30年 
1月 4日（木）～ 2月12日（月・祝） 

館蔵品展　引札～明治大正の錦絵広告～ 
私のコレクション　各界の著名人色紙展 
文化財展　円空仏とその魅力に魅せられた人たち 
企画展　未来を拓く日本の宇宙開発 
企画展　灯り～あんどんからLEDまで～（共催：かさまつMIRAI塾） 

新年企画　干支　戌年展 

開催期間 内　　　容 
7～8月（未定） 
10月（未定） 

平成30年 
2月27日（火）～ 3月21日（水・祝） 

夏休み講座　化石をみがこう 
町めぐり　下羽栗地区を歩こう 

巡回パネル展　毛利宇宙飛行士の部屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【展示期間】 
【時　　間】 
【場　　所】 
【休 館 日】 
【問 合 先】 

館蔵品展 
「引札～明治大正の錦絵広告～」 

 
 
 
 
 
 
【募集する商品】 
 
 
 
 
 
 
 
【募集する企業の要件】 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　ふるさとに貢献したいという想いを寄附という
形で実現できる制度が「かさまつ応援寄附金（ふ
るさと納税）」です。 
　笠松町に寄附された方には、地元の特産品など
を贈呈しています。この地元の特産品などをご提
供していただくパートナー事業者を募集しています。 

 
①当町出身者には“ふるさと笠松”を懐かしんで
いただけるような商品 
②町外出身者には当町のPRにつながるような商品 
③町内で製造、加工、販売、採取などをしている
もの 
④飲食物は、商品到達後５日程度の賞味期限が
保証されるもの 

 
①町内に本社、または主とする事業所がある法人、
または個人 
②町内に事業所はないが、当町のPRを顕著に
行っている事業所 
③町税などに滞納がないこと 

企画課 

ふるさと納税　パートナー事業者 

　明治中期から大正期に
かけて笠松の商店や銀行
が発行した「引札（昔の商
業広告）」を多数展示します。 
　色鮮やかで美しい引札
は見て楽しいだけでなく、当
時の人々の暮らし向きや世
相に至るまでさまざまな情報
を読み取ることができます。 
　ぜひご来館ください。 

４月４日（火）～５月２１日（日） 
午前９時～午後５時 
歴史未来館 
月曜日 
歴史未来館 

 
 
【申込・問合先】 

　詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）を
ご覧ください 

名古屋国税局人事第二課試験係 
蕁０５２‐９５１‐３５１１（内線３４５０） 

税務職員 
職種 受験資格 受付期間 試験日 

国税 
専門官 

①昭和62年4月2日から
平成8年4月1日生まれ
の方 

②平成8年4月2日以降
生まれの方で次に掲げ
る方 
・大学を卒業した方や平
成30年3月までに卒業
する見込みの方 
・人事院が上記に掲げる
方と同等の資格がある
と認める方 

インターネット 
3月31日（金） 
～4月12日（水） 

【第1次試験】 
　6月11日（日） 
【第2次試験】 
　7月12日（水）
～19日（水）のう
ちの指定する日 

【申込方法】 
 
 
 
【申込・問合先】 

採用試験申込書を警察本部へ持参、
または郵送（特定記録または簡易書
留）してください。申込書は、岐阜県
ホームページから入手できます。 
岐阜県岐阜羽島警察署警務課 
蕁３８７‐０１１０ 

警察官A
募集種目 受験資格 受付期間 

警察官AⅠ 
（男性） 
（女性） 

（平成29年 
10月1日採用） 

警察官AⅡ 
（男性） 
（女性） 

（平成30年 
4月1日採用） 

昭和57年4月2日以
降生まれで4年生大
学を卒業、または平
成29年9月30日ま
でに卒業見込みの者 

昭和57年4月2日以
降生まれで4年生大
学を卒業、または平
成30年3月31日ま
でに卒業見込みの者 

3月15日（水）

4月12日（水） 

1次試験日 

5月14日 
（日） 〜

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【連 絡 先】 

　カラスが巣作りをするシーズンになりました。 
　最近のカラスは、市街地に餌が豊富にあるため、電柱の
上に巣を作り、子育てをするようになってきました。電柱上
のカラスの巣は、ハンガーなどの金属製で作る場合が多く、
場合によっては電気がショートし、停電に至るケースが毎
年発生しています。 
　電柱上にカラスの巣を発見した場合は情報提供をお願
いします。 

中部電力（株）各務原営業所配電課 
蕁０１２０‐９８５‐９１１ 
平日 午前８時３０分～午後５時１０分 

中部電力（株）各務原営業所からのお願い 

電柱上にカラスの巣を発見したらご連絡ください ◆電気の引っ越しも 
お忘れなく！！◆ 

　引っ越しシーズン
が到来しました。 
　電気のお引っ越
しもお忘れのないよ
う、お早めにご連絡
ください。 
蕁０１２０‐９８５‐９１１ 
平　日 午前９時～午後８時 
土・日・祝日 午前９時～午後５時 
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消火器・消防防災施工保守点検管理 

羽 島 ・ 岐 阜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市  営業所  

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

 
 
 
【場　　所】 
【休 館 日】 
【入 館 料】 

　昨年度は企画展や講演会などに一万人を越す多くの方に来館していただきました。本年度もさまざ
まな企画展や行事を開催しますので、ぜひお気軽にご来館ください。 
企画展 

歴史未来館 
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無料 

 
 
【問 合 先】 

その他の催し物 

　開催日や内容などは変更になる場合があります。各行事の詳細は、決まり次第広報や町ホームペー
ジなどで随時お知らせします。 

歴史未来館 

平成29年度　歴史未来館の行事 

開催期間 企画展内容 
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平成30年 
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【展示期間】 
【時　　間】 
【場　　所】 
【休 館 日】 
【問 合 先】 

館蔵品展 
「引札～明治大正の錦絵広告～」 

 
 
 
 
 
 
【募集する商品】 
 
 
 
 
 
 
 
【募集する企業の要件】 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　ふるさとに貢献したいという想いを寄附という
形で実現できる制度が「かさまつ応援寄附金（ふ
るさと納税）」です。 
　笠松町に寄附された方には、地元の特産品など
を贈呈しています。この地元の特産品などをご提
供していただくパートナー事業者を募集しています。 

 
①当町出身者には“ふるさと笠松”を懐かしんで
いただけるような商品 
②町外出身者には当町のPRにつながるような商品 
③町内で製造、加工、販売、採取などをしている
もの 
④飲食物は、商品到達後５日程度の賞味期限が
保証されるもの 

 
①町内に本社、または主とする事業所がある法人、
または個人 
②町内に事業所はないが、当町のPRを顕著に
行っている事業所 
③町税などに滞納がないこと 

企画課 

ふるさと納税　パートナー事業者 

　明治中期から大正期に
かけて笠松の商店や銀行
が発行した「引札（昔の商
業広告）」を多数展示します。 
　色鮮やかで美しい引札
は見て楽しいだけでなく、当
時の人々の暮らし向きや世
相に至るまでさまざまな情報
を読み取ることができます。 
　ぜひご来館ください。 

４月４日（火）～５月２１日（日） 
午前９時～午後５時 
歴史未来館 
月曜日 
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【申込・問合先】 

　詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）を
ご覧ください 

名古屋国税局人事第二課試験係 
蕁０５２‐９５１‐３５１１（内線３４５０） 

税務職員 
職種 受験資格 受付期間 試験日 

国税 
専門官 

①昭和62年4月2日から
平成8年4月1日生まれ
の方 

②平成8年4月2日以降
生まれの方で次に掲げ
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・大学を卒業した方や平
成30年3月までに卒業
する見込みの方 
・人事院が上記に掲げる
方と同等の資格がある
と認める方 

インターネット 
3月31日（金） 
～4月12日（水） 

【第1次試験】 
　6月11日（日） 
【第2次試験】 
　7月12日（水）
～19日（水）のう
ちの指定する日 

【申込方法】 
 
 
 
【申込・問合先】 

採用試験申込書を警察本部へ持参、
または郵送（特定記録または簡易書
留）してください。申込書は、岐阜県
ホームページから入手できます。 
岐阜県岐阜羽島警察署警務課 
蕁３８７‐０１１０ 

警察官A
募集種目 受験資格 受付期間 

警察官AⅠ 
（男性） 
（女性） 

（平成29年 
10月1日採用） 

警察官AⅡ 
（男性） 
（女性） 

（平成30年 
4月1日採用） 

昭和57年4月2日以
降生まれで4年生大
学を卒業、または平
成29年9月30日ま
でに卒業見込みの者 

昭和57年4月2日以
降生まれで4年生大
学を卒業、または平
成30年3月31日ま
でに卒業見込みの者 

3月15日（水）

4月12日（水） 

1次試験日 

5月14日 
（日） 〜

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【連 絡 先】 

　カラスが巣作りをするシーズンになりました。 
　最近のカラスは、市街地に餌が豊富にあるため、電柱の
上に巣を作り、子育てをするようになってきました。電柱上
のカラスの巣は、ハンガーなどの金属製で作る場合が多く、
場合によっては電気がショートし、停電に至るケースが毎
年発生しています。 
　電柱上にカラスの巣を発見した場合は情報提供をお願
いします。 

中部電力（株）各務原営業所配電課 
蕁０１２０‐９８５‐９１１ 
平日 午前８時３０分～午後５時１０分 

中部電力（株）各務原営業所からのお願い 

電柱上にカラスの巣を発見したらご連絡ください ◆電気の引っ越しも 
お忘れなく！！◆ 

　引っ越しシーズン
が到来しました。 
　電気のお引っ越
しもお忘れのないよ
う、お早めにご連絡
ください。 
蕁０１２０‐９８５‐９１１ 
平　日 午前９時～午後８時 
土・日・祝日 午前９時～午後５時 
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岐阜羽島警察署公認特殊詐欺撲滅キャラクター 
だまされんこんによる4コマ漫画 

※特殊詐欺とは…不特定の高齢者などに対して、対面する
ことなく、電話、FAX、メールを使って行う詐欺 

【問 合 先】 岐阜羽島警察署　生活安全課 
蕁３８７‐０１１０ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

4月の開催日程 
3（月）.5（水）.6（木）.7（金）. 

24（月）.26（水）.27（木）.28（金） 
4/ 5（水） 
4/27（木） 

中京スポーツ杯 第43回新緑賞 （SPⅡ） 
農林水産大臣賞典 第26回 オグリキャップ記念（SPⅠ） 

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク!

オッズパーク 検索 ⇦⇦

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【試合方法】 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 

４月２３日（日） 午前９時３０分～ 
町民体育館競技場 
町内に在住、在勤の方 
（１町内２チームまで） 
９人制 
１チーム１,０００円 
（組み合わせ抽選会で徴収します） 
４月１３日（木） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
４月１７日（月）  
午後７時３０分～ 
中央公民館 

【日　　時】 
 
 
【開会式場所】 
 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
【参加資格】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

５月２１日（日） 午前９時～ 
※雨天時、屋外種目は２８日（日）、グラウンド・ゴルフ
は２２日（月）に延期になる場合があります。 

笠松町多目的運動場B（人工芝） 
※雨天時は岐南町総合体育館に変更。 

 
○郡体育協会加盟団体種目（チームの登録が
必要） 
バレーボール、軟式野球、ソフトボール、テニス、
ソフトテニス、ハンドボール 
○個人参加が可能な種目　グラウンド・ゴルフ 

郡内在住・在勤の方（学生を除く）。
在勤者は、岐阜県内に住民票があ
る方。 
５月１２日（金） 午後５時 
郡体育協会事務局 
（郡二町教育委員会　社会教育課内） 
蕁２４５‐１１３３ 

※１１月開催「郡スポレク祭」と１２月開催「郡駅伝
競走大会」の協賛を募集しています。 

郡総合体育大会 

 
 
 
 
 
【閲覧場所】 
 
【意見募集期限】 
【応募対象者】 
 
 
【提出方法】 
 
【提出・問合先】 

　町では、未着手となっている都市計画道路の
見直しを進めています。 
　このたび、都市計画道路の見直し（案）をとりま
とめましたので公表し、町民の皆さんから広くご
意見を募集しています。 

役場３階建設課、松枝公民館、総合
会館、町ホームページ 
４月１４日（金） 
町内に住所のある方、町内に事務
所または事業所のある個人・法人そ
の他の団体、町内に在勤・在学の方 
意見書を建設課へ持参、FAX、メール、
郵送でご提出ください。 
建設課 

都市計画道路の見直し（案）へ
の意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　空き地などに雑草が生い茂っていると、 
①人目につきにくいため、ポイ捨てや不法投棄の
場所になる 
②夏場に害虫が発生しやすくなる 
③空気が乾燥する季節には火災発生の恐れが
ある 
④道路に雑草がはみ出ると、車や通行人の邪魔
になり交通事故を引き起こす 

など、周辺の住民の迷惑となります。 
　土地の所有者は、定期的に雑草の状態を確
認し、年間を通じて計画的に刈り取りをするように
しましょう。 
　また、庭の植木も、隣家や道路にはみ出ると迷
惑になります。枝を切るなどして、住み良い環境
作りを心がけましょう。 

環境経済課 

空き地などの草刈りは計画的に 第49回町民バレーボール大会 第7回みなと公園Eボート大会 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【募集チーム】 
一般の部 
 
 
小学生の部 
 
 
 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 
【問 合 先】 

　１０人集めてEボートを楽しんでみませんか？ 
５月１４日（日） 受　付 午前９時～ 

開会式 午前１０時～ 
笠松みなと公園 
 
１チーム１０人 
（身長１２０cm以上の方ならどなたで
も参加できます。小学生が入っても可） 
１チーム１０人 
（小学生８人、大人２人。小学生は
身長１２０cm以上、大人は中学生も可） 

※在住・在勤・在学の方ならどなたでも参加でき
ます。 

４月１７日（月） 
中央公民館、松枝公民館、総合会館 
中央公民館 

※詳しくは、申込先に設置のチラシをご覧ください。 
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農林水産大臣賞典 第26回 オグリキャップ記念（SPⅠ） 

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク!

オッズパーク 検索 ⇦⇦

【日　　時】 
【場　　所】 
【参加資格】 
 
【試合方法】 
【参 加 費】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 

４月２３日（日） 午前９時３０分～ 
町民体育館競技場 
町内に在住、在勤の方 
（１町内２チームまで） 
９人制 
１チーム１,０００円 
（組み合わせ抽選会で徴収します） 
４月１３日（木） 
町体育協会事務局（中央公民館内） 

◎組み合わせ抽選会 
４月１７日（月）  
午後７時３０分～ 
中央公民館 

【日　　時】 
 
 
【開会式場所】 
 
【種　　目】 
 
 
 
 
 
【参加資格】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

５月２１日（日） 午前９時～ 
※雨天時、屋外種目は２８日（日）、グラウンド・ゴルフ
は２２日（月）に延期になる場合があります。 

笠松町多目的運動場B（人工芝） 
※雨天時は岐南町総合体育館に変更。 

 
○郡体育協会加盟団体種目（チームの登録が
必要） 
バレーボール、軟式野球、ソフトボール、テニス、
ソフトテニス、ハンドボール 
○個人参加が可能な種目　グラウンド・ゴルフ 

郡内在住・在勤の方（学生を除く）。
在勤者は、岐阜県内に住民票があ
る方。 
５月１２日（金） 午後５時 
郡体育協会事務局 
（郡二町教育委員会　社会教育課内） 
蕁２４５‐１１３３ 

※１１月開催「郡スポレク祭」と１２月開催「郡駅伝
競走大会」の協賛を募集しています。 

郡総合体育大会 

 
 
 
 
 
【閲覧場所】 
 
【意見募集期限】 
【応募対象者】 
 
 
【提出方法】 
 
【提出・問合先】 

　町では、未着手となっている都市計画道路の
見直しを進めています。 
　このたび、都市計画道路の見直し（案）をとりま
とめましたので公表し、町民の皆さんから広くご
意見を募集しています。 

役場３階建設課、松枝公民館、総合
会館、町ホームページ 
４月１４日（金） 
町内に住所のある方、町内に事務
所または事業所のある個人・法人そ
の他の団体、町内に在勤・在学の方 
意見書を建設課へ持参、FAX、メール、
郵送でご提出ください。 
建設課 

都市計画道路の見直し（案）へ
の意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　空き地などに雑草が生い茂っていると、 
①人目につきにくいため、ポイ捨てや不法投棄の
場所になる 
②夏場に害虫が発生しやすくなる 
③空気が乾燥する季節には火災発生の恐れが
ある 
④道路に雑草がはみ出ると、車や通行人の邪魔
になり交通事故を引き起こす 

など、周辺の住民の迷惑となります。 
　土地の所有者は、定期的に雑草の状態を確
認し、年間を通じて計画的に刈り取りをするように
しましょう。 
　また、庭の植木も、隣家や道路にはみ出ると迷
惑になります。枝を切るなどして、住み良い環境
作りを心がけましょう。 

環境経済課 

空き地などの草刈りは計画的に 第49回町民バレーボール大会 第7回みなと公園Eボート大会 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【募集チーム】 
一般の部 
 
 
小学生の部 
 
 
 
 
【申込期限】 
【申 込 先】 
【問 合 先】 

　１０人集めてEボートを楽しんでみませんか？ 
５月１４日（日） 受　付 午前９時～ 

開会式 午前１０時～ 
笠松みなと公園 
 
１チーム１０人 
（身長１２０cm以上の方ならどなたで
も参加できます。小学生が入っても可） 
１チーム１０人 
（小学生８人、大人２人。小学生は
身長１２０cm以上、大人は中学生も可） 

※在住・在勤・在学の方ならどなたでも参加でき
ます。 

４月１７日（月） 
中央公民館、松枝公民館、総合会館 
中央公民館 

※詳しくは、申込先に設置のチラシをご覧ください。 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 
相談時間 

■保健（健診・相談・教室など） 

図書室からのお知らせ 
・今月のお休み 9日（日） 
（中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 

・今月のおはなしかいは 
　ありません。 

■こころの巡回相談・障がい者就労相談 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神保健福祉士が、こころの病や不安の相談
に応じます。 

４月２０日（木） 
午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困り事の相談 
就労などの相談 
各種福祉サービスの情報提供 
４月１３日（木） 
健康介護課 

施設名 所　在 電　　話 施設名 所　在 電　　話 

役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

児 童 館  

子育て支援センター 

司 町 1 番 地  

長 池 4 0 8 番 地 の 1  

東 陽町 4 4 番地の 1  

田 代 2 9 0 番 地  

上 新 町 1 7 2 番 地  

☎388‐1111（代表） 
☎388‐7171 
☎387‐1121 

☎388‐0811

中 央 公 民 館  

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴 史 未 来 館  

ふらっと 笠 松  

常 盤 町 6 番 地  

長 池 2 9 2 番 地  

中 野 2 2 9 番 地  

下 本 町 8 7 番 地  

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

☎388‐3231 
☎387‐0156 
☎387‐8432 
☎388‐0161 
☎388‐2355

町施設 
の 

ご案内 

■休日急病診療（内科・歯科） 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 
〔内科系〕診療時間　午前９時～午後２時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 
〔歯科系〕診療時間　午前９時～午後１時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

2 

9 

16 

23 

29 

30

しみずこどもクリニック 

杉 山 内 科 医 院  

こ め の 医 院  

愛 生 病 院  

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

岐 南 町 野 中  

笠松町奈良町  

笠 松 町 米 野  

笠松町円城寺  

笠 松 町 田 代  

岐南町八剣北  

☎

☎

☎

☎

☎

☎

248‐3211 

388‐3600 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

2 

9 

16 

23 

29 

30

高 瀬 歯 科 医 院  

立 松 歯 科 医 院  

岐南歯科クリニック 

おがわ歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

きたはら歯科クリニック 

岐南町上印食  

笠 松 町 門 間  

岐南町八剣北  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 北 及  

岐 南 町 野 中  

☎

☎

☎

☎

☎

☎

240‐5050 

388‐2078 

248‐1116 

242‐9666 

387‐5900 

247‐8168

■子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪つくってあそぼ♪ 
４月１２日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

児童館 

■相談 

5日（水） 

19日（水） 

3日（月） 

17日（月） 

13：00～15：00

9：00～15：00

福祉会館 

役場 
環境経済課 

14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

第3日曜日は家庭の日 
4月16日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

家族みんなで、 
進学、進級、就職などについて 

語り合いましょう。 

今 月 の テ ー マ 

在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
岩田　修 宮川町57 ☎387‐3718 
川口　淑 門間666 ☎388‐2178 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 ☎388‐0068 
河尻　和男　北及1902 ☎387‐5788 
田島佳代子　無動寺180 ☎388‐2235 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 ☎388‐3705

人権擁護委員 
保母　勝壽（弥生町）　則竹　　緑（東陽町） 
道家　嗣典（門　間）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　杉山　詞一（円城寺） 
森　眞理子（米　野） 

※相談を希望される方は、12：45までに福
祉会館へお越しください。受付者が7人以
上の場合は抽選で相談者を決定します。 

※平成29年度から、これまでの在宅相談に加え、毎月第2金曜日
に行政相談窓口を開設します。ぜひご利用ください。 

月 4 の お 知 ら せ 

■献血 
　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課 

日（曜日） 場　　所 時　　間 

25日（火） 

26日（水） 

福祉健康センター 

大洋電機（株） 

ジーエフシー（株） 

14：00～16：00 

9：00～11：00 

12：45～15：00

（長　池） 

（如月町） 

（田　代） 

■納付は、5月1日（月）までに 

固定資産税   1期分 

保育料   4月分 

放課後児童クラブ利用料 4月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な「口座振替」をご利用ください。 
次の税金などは「コンビニ」でも納付できます。 
　町県民税、固定資産税、軽自動車税、 
　国民健康保険税、水道料金・下水道使用料 
（期限内で、一回の納付額が30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

※ 

 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～９：４０ 

９：２０～９：３０ 

９：５０～１０：００ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：３０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１４：００～１５：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

１０：１０～１１：２０ 

乳児健康診査 
 
1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 
 
離乳食教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
プレパマクラブ 
 
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 

 
 
 
 
 
 
健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 

 
 
 
骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 
ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

脳元気教室 

１９日（水） 

１３日（木） 

２７日（木） 

１８日（火） 

２１日（金） 

２６日（水） 

４日（火） 

２４日（月） 

２４日（月） 

４日（火） 

１２日（水） 

１８日（火） 

２４日（月） 

４日（火） 

１８日（火） 

２４日（月） 

２６日（水） 

６日（木） 

２０日（木） 

５日（水） 

１９日（水） 

４日（火） 

１８日（火） 

１２日（水） 

２６日（水） 

２１日（金） 

７日（金） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

 
第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 
 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

 

 

福祉健康センター 

 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 
相談時間 

■保健（健診・相談・教室など） 

図書室からのお知らせ 
・今月のお休み 9日（日） 
（中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 

・今月のおはなしかいは 
　ありません。 

■こころの巡回相談・障がい者就労相談 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神保健福祉士が、こころの病や不安の相談
に応じます。 

４月２０日（木） 
午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困り事の相談 
就労などの相談 
各種福祉サービスの情報提供 
４月１３日（木） 
健康介護課 

施設名 所　在 電　　話 施設名 所　在 電　　話 

役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

児 童 館  

子育て支援センター 

司 町 1 番 地  

長 池 4 0 8 番 地 の 1  

東 陽町 4 4 番地の 1  

田 代 2 9 0 番 地  

上 新 町 1 7 2 番 地  

☎388‐1111（代表） 
☎388‐7171 
☎387‐1121 

☎388‐0811

中 央 公 民 館  

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴 史 未 来 館  

ふらっと 笠 松  

常 盤 町 6 番 地  

長 池 2 9 2 番 地  

中 野 2 2 9 番 地  

下 本 町 8 7 番 地  

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

☎388‐3231 
☎387‐0156 
☎387‐8432 
☎388‐0161 
☎388‐2355

町施設 
の 

ご案内 

■休日急病診療（内科・歯科） 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 
〔内科系〕診療時間　午前９時～午後２時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 
〔歯科系〕診療時間　午前９時～午後１時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

2 

9 

16 

23 

29 

30

しみずこどもクリニック 

杉 山 内 科 医 院  

こ め の 医 院  

愛 生 病 院  

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

岐 南 町 野 中  

笠松町奈良町  

笠 松 町 米 野  

笠松町円城寺  

笠 松 町 田 代  

岐南町八剣北  

☎

☎

☎

☎

☎

☎

248‐3211 

388‐3600 

387‐6010 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

2 

9 

16 

23 

29 

30

高 瀬 歯 科 医 院  

立 松 歯 科 医 院  

岐南歯科クリニック 

おがわ歯科クリニック 

西垣歯科クリニック 

きたはら歯科クリニック 

岐南町上印食  

笠 松 町 門 間  

岐南町八剣北  

岐 南 町 徳 田  

笠 松 町 北 及  

岐 南 町 野 中  

☎

☎

☎

☎

☎

☎

240‐5050 

388‐2078 

248‐1116 

242‐9666 

387‐5900 

247‐8168

■子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪つくってあそぼ♪ 
４月１２日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

児童館 

■相談 

5日（水） 

19日（水） 

3日（月） 

17日（月） 

13：00～15：00

9：00～15：00

福祉会館 

役場 
環境経済課 

14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

14日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

第3日曜日は家庭の日 
4月16日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

家族みんなで、 
進学、進級、就職などについて 

語り合いましょう。 

今 月 の テ ー マ 

在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
岩田　修 宮川町57 ☎387‐3718 
川口　淑 門間666 ☎388‐2178 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 ☎388‐0068 
河尻　和男　北及1902 ☎387‐5788 
田島佳代子　無動寺180 ☎388‐2235 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 ☎388‐3705

人権擁護委員 
保母　勝壽（弥生町）　則竹　　緑（東陽町） 
道家　嗣典（門　間）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　杉山　詞一（円城寺） 
森　眞理子（米　野） 

※相談を希望される方は、12：45までに福
祉会館へお越しください。受付者が7人以
上の場合は抽選で相談者を決定します。 

※平成29年度から、これまでの在宅相談に加え、毎月第2金曜日
に行政相談窓口を開設します。ぜひご利用ください。 

月 4 の お 知 ら せ 

■献血 
　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課 

日（曜日） 場　　所 時　　間 

25日（火） 

26日（水） 

福祉健康センター 

大洋電機（株） 

ジーエフシー（株） 

14：00～16：00 

9：00～11：00 

12：45～15：00

（長　池） 

（如月町） 

（田　代） 

■納付は、5月1日（月）までに 

固定資産税   1期分 

保育料   4月分 

放課後児童クラブ利用料 4月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な「口座振替」をご利用ください。 
次の税金などは「コンビニ」でも納付できます。 
　町県民税、固定資産税、軽自動車税、 
　国民健康保険税、水道料金・下水道使用料 
（期限内で、一回の納付額が30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

※ 

 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～９：４０ 

９：２０～９：３０ 

９：５０～１０：００ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

１３：３０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１４：００～１５：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

１０：１０～１１：２０ 

乳児健康診査 
 
1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 
 
離乳食教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
プレパマクラブ 
 
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 

 
 
 
 
 
 
健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 

 
 
 
骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 
ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

脳元気教室 

１９日（水） 

１３日（木） 

２７日（木） 

１８日（火） 

２１日（金） 

２６日（水） 

４日（火） 

２４日（月） 

２４日（月） 

４日（火） 

１２日（水） 

１８日（火） 

２４日（月） 

４日（火） 

１８日（火） 

２４日（月） 

２６日（水） 

６日（木） 

２０日（木） 

５日（水） 

１９日（水） 

４日（火） 

１８日（火） 

１２日（水） 

２６日（水） 

２１日（金） 

７日（金） 

 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

 
第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 
 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

 

 

福祉健康センター 

 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 
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4月から国民年金保険料の 
額が変わります 

「手と手をとりあって」 
　…子どもサポートファイル 
　　　　　　　　　　の活用を 

 

 

 

 

 

 

 

 

　先日、実家の整理をしていたところ、一冊の

母子健康手帳が棚の中から見つかりました。

４０年以上前に書かれたその冊子には、私が

生まれる前、生まれた時、生まれた後の状況が、

青色の万年筆で丁寧に記録してありました。

そのページの至る所に、文字を覚える前の私

が丸印や波線などのいたずら書きをしていま

した。この冊子は、かなり使い込んでいたらしく、

表紙の角が丸くなったり、こすれたりしていま

した。今は亡き母親が、家事・仕事をこなしな

がら、懸命に私を育てるために、何度も手帳を

取り出し、記録し、持ち運んでいたであろうこと

が伝わってきました。同時に、私が、家族、役

場の方、病院の方など、多くの人に見守られ

ていたということが分かりました。 

　この度、「手と手をとりあって　子どもサポ

ートファイル」を作成しました。これは、乳幼児

期から学校卒業後に渡って、支援、相談が必

要な子どもに対する適切なサポートをしていく

ためのものです。保護者が必要な情報を記

録し、関係機関と情報を共有することで、お子

さんのよりよい成長をめざしています。 

【問 合 先】 

役場福祉子ども課 蕁３８８‐１１１６ 

役場健康介護課 蕁３８８‐７１７１ 

郡二町教育委員会 蕁２４５‐１１３３ 

教育委員会だより 教育委員会だより 
羽島郡二町教育委員会　☎245‐1133

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

　平成２９年度の国民年金保険料は１か月１６,４９０円（平成２８年度は１６,２６０円）です。保険料は

納付期限までに納めましょう。 

○納付書で保険料を納めている方の場合 

　日本年金機構から４月上旬に平成２９年度（１年分）の納付書が郵送されますので、お近くの金

融機関などで納めていただきますようお願いします。 

　ただし、平成２８年度に免除などが承認されている方は、免除期間終了後に納付書が郵送さ

れます。 

○口座振替を利用して納めている方の場合 

　平成２９年度以降も、届け出されている振替方法で継続して振替がされます。（納付書は郵送

されません） 

　なお、振替方法の変更を希望される方は届け出が必要となりますので、お早めに変更手続きを

してください。 

※振替不能となった場合 

　振替日に残高不足などにより振替が出来なかった場合は、翌月の振替日に当月分とあわせて

２か月分の振替を行います。再振替により振替できなかった場合、納付書が郵送されますので、

お近くの金融機関などで現金で納めていただくことになります。 

　なお、前納払い（２年分・１年分・半年分）が振替不能となった場合は、割引きがなくなり、毎月

の口座振替（当月分が翌月末の振替）に切り替わります。 

　ただし、届け出により年度の途中でも再度、残りの月分を納付書で前納することができます。 
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母子健康手帳が棚の中から見つかりました。

４０年以上前に書かれたその冊子には、私が

生まれる前、生まれた時、生まれた後の状況が、

青色の万年筆で丁寧に記録してありました。

そのページの至る所に、文字を覚える前の私

が丸印や波線などのいたずら書きをしていま

した。この冊子は、かなり使い込んでいたらしく、

表紙の角が丸くなったり、こすれたりしていま

した。今は亡き母親が、家事・仕事をこなしな

がら、懸命に私を育てるために、何度も手帳を

取り出し、記録し、持ち運んでいたであろうこと
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場の方、病院の方など、多くの人に見守られ
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　この度、「手と手をとりあって　子どもサポ

ートファイル」を作成しました。これは、乳幼児

期から学校卒業後に渡って、支援、相談が必

要な子どもに対する適切なサポートをしていく

ためのものです。保護者が必要な情報を記

録し、関係機関と情報を共有することで、お子

さんのよりよい成長をめざしています。 

【問 合 先】 

役場福祉子ども課 蕁３８８‐１１１６ 

役場健康介護課 蕁３８８‐７１７１ 

郡二町教育委員会 蕁２４５‐１１３３ 

教育委員会だより 教育委員会だより 
羽島郡二町教育委員会　☎245‐1133

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

　平成２９年度の国民年金保険料は１か月１６,４９０円（平成２８年度は１６,２６０円）です。保険料は

納付期限までに納めましょう。 

○納付書で保険料を納めている方の場合 

　日本年金機構から４月上旬に平成２９年度（１年分）の納付書が郵送されますので、お近くの金

融機関などで納めていただきますようお願いします。 

　ただし、平成２８年度に免除などが承認されている方は、免除期間終了後に納付書が郵送さ

れます。 

○口座振替を利用して納めている方の場合 

　平成２９年度以降も、届け出されている振替方法で継続して振替がされます。（納付書は郵送

されません） 

　なお、振替方法の変更を希望される方は届け出が必要となりますので、お早めに変更手続きを

してください。 

※振替不能となった場合 

　振替日に残高不足などにより振替が出来なかった場合は、翌月の振替日に当月分とあわせて

２か月分の振替を行います。再振替により振替できなかった場合、納付書が郵送されますので、

お近くの金融機関などで現金で納めていただくことになります。 

　なお、前納払い（２年分・１年分・半年分）が振替不能となった場合は、割引きがなくなり、毎月

の口座振替（当月分が翌月末の振替）に切り替わります。 
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広 

報 KASAMATSU PUBLIC INFORMATION

　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】４月２５日（火） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約20cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
6月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
6月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
6月号広報紙に掲載するイラストを募集します 

ボランティアに参加しませんか まかな 学習支援ボランティア フレンズ 

ホームページアドレス ����������������	
�
�
����������

この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 栗本 凉幸 （田代） くん 

くり  も と  す ず  ゆ き  

長縄 桃果 （宮川町） ちゃん 

な が  な わ  も も  か  

長縄綾真・麻衣さんの子 
平成28年4月10日生 

ようこそ♪お兄ちゃん大好きな甘えっ子! 

これからたくさんの幸せをいっしょにみつけようね。 

毎日笑顔で大きく 

育ってね螢 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成28年6月生まれの赤ちゃん 
応募期限　4月28日（金）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報担当までお問合せください。 

ん
に
ち
は

こ
ん
に
ち
は

こ
ん
に
ち
は

こ
ん
に
ち
は

こ
Hello!

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ����������������

　学習したい人を支援するボランティアグループです。
といっても具体的にどんな活動をするのか分からないかも
しれませんね。その１つは託児です。 
　中央公民館で開催されるコンサートや講演会に設置さ
れる託児ルームで託児を担当します。また、福祉会館など
でも依頼によって託児を行っています。 
　他に、名鉄主催ハイキングでのおもてなしや鮎鮨街道
ウォークでの鮎雑炊のおもてなしなど、町が元気になるお
手伝いを行っています。福祉とは違ったお助けマンが私
たちです。地道な活動ですが、こんな活動をしている人た
ちがいることを知ってもらえたら嬉しいです。仲間になってくださる方があれば、もっと嬉しいです。 
【活動日】依頼に応じて随時活動 ４・７・１２月に定例会を開催　【場　所】笠松町内公民館・福祉会館など　【連絡先】小栗 知津子 蕁３８７‐５０５２ 

おなまえ 

栗本昌幸・郁美さんの子 
平成28年4月16日生 

道家汐乃さんの作品 
お花見をするかさまるくん（左）とかさまるちゃん 

No.1079

�
2017 April

No.1079

�
2017 April

笠松町運動公園とサイクリングロード 

特集 平成29年度当初予算の概要 

笠松春まつりを開催します 

情報BOX 

岐阜県からのお知らせ 

・・・ 2～3 

・・・ 4～9 

・・・・・・・・・・・ 11 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22～31 

・・・・・・・・・・・・・・ 33

まちの人口　平成２９年３月１日現在（前月比） 

人口 ２２,４７８人（減４）／男 １０,８２０人（増２）／女 １１,６５８人（減６）／世帯数 ８,７７０世帯（減７） 

今月の表紙　笠松町運動公園に新しい遊具ができました（関連記事2ページ）＝2月26日笠松町運動公園で 
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